
 

 

 

 

「障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

福祉法
ふくしほう

」（仮称
かしょう

）の論点
ろんてん

に関
かん

する 

現在
げんざい

の制度
せ い ど

の状況
じょうきょう

等
とう

について 
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厚生
こうせい

労働省
ろうどうしょう

社会
しゃかい

・援護局
えんごきょく

 

障害
しょうがい

保健
ほ け ん

福祉部
ふ く し ぶ

 

 

平成
へいせい

２２年
ねん

９月
がつ

２１日
にち

 

総合福祉部会 第７回 

H22.9.21 資料２ 



１ 

 

 

【分野
ぶんや

・項目
こうもく

・論点
ろんてん

】 

Ｇ－１ 応益
おうえき

負担
ふたん

の問題点
もんだいてん

と現状
げんじょう

の評価
ひょうか

 

 １）「自立
じりつ

支援法
しえんほう

」で導入
どうにゅう

された自立
じりつ

支援
しえん

給付
きゅうふ

（福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

、補
たすく

装具
そうぐ

）、自立
じりつ

支援
しえん

医療
いりょう

の応
おう

益
えき

負担
ふたん

の問題
もんだい

についてどう考
かんが

えるか？ 

 ２）「応益
おうえき

負担
ふたん

の廃止
はいし

」方針
ほうしん

に基
もと

づく、今年
ことし

４月
がつ

からの福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

と補
たすく

装具
そうぐ

の軽減
けいげん

措置
そ ち

についてどう評価
ひょうか

するか？ 

 

【現在
げんざい

の制度
せいど

の状況
じょうきょう

】 

（福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

に係
かかわ

る利用者
りようしゃ

負担
ふたん

について） 

○ 障害者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

においては、サービス
さ ー び す

の利用
りよう

に応
おう

じ最大
さいだい

でも１割
わり

の負担
ふたん

としつつ、低所得者
ていしょとくしゃ

等
とう

に配慮
はいりょ

した、所得
しょとく

に応
おう

じたきめ細
こま

やかな負担
ふたん

軽減
けいげん

措置
そ ち

を行
おこな

っているところである。 

 

【参考
さんこう

】制度
せいど

創設
そうせつ

時
じ

の負担
ふたん

軽減
けいげん

措置
そ ち

 

１ 原則
げんそく

１割
わり

負担
ふたん

に対
たい

する負担
ふたん

上限
じょうげん

月額
げつがく

の設定
せってい

（所得
しょとく

が低
ひく

いほど、低
ひく

い

上限
じょうげん

額
がく

を設定
せってい

）。 

２ 施設
しせつ

入所者
にゅうしょしゃ

（20歳
さい

以上
いじょう

）、グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

等
とう

の利用者
りようしゃ

については、利用者
りようしゃ

個々人
ここじん

の収入
しゅうにゅう

に応
おう

じた個別
こべつ

減免
げんめん

を実施
じっし

。 

３ 利用者
りようしゃ

負担
ふたん

を支払
しはら

うことにより、生活
せいかつ

保護
ほ ご

受給者
じゅきゅうしゃ

となる場合
ばあい

には、生活
せいかつ

保護
ほ ご

に該当
がいとう

しなくなるまで、自己
じ こ

負担
ふたん

額
がく

を引
ひ

き下
さ

げ。 

４ 同
おな

じ世帯
せたい

に他
ほか

にも障害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

を受
う

けている者
もの

がいる場合
ばあい

や、障害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

利用者
りようしゃ

が介護
かいご

保険
ほけん

のサービス
さ ー び す

を併
あわ

せて受
う

けている場合
ばあい

、

各サービス
か く さ ー び す

の負担
ふたん

の合算
がっさん

額
がく

が、基準額
きじゅんがく

を超
こ

えないように自己
じ こ

負担
ふたん

額
がく

を軽減
けいげん

（基準額
きじゅんがく

を超
こ

えた部分
ぶぶん

につき高額
こうがく

障害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス費
さ ー び す ひ

を給付
きゅうふ

）。 

なお、食費
しょくひ

・光熱水費
こうねっすいひ

等
とう

の実費
じっぴ

負担
ふたん

の軽減
けいげん

を図
はか

るため、補足
ほそく

給付
きゅうふ

等
とう

を実施
じっし

している（詳細
しょうさい

は、Ｇ―１－４）に記載
きさい

）。 

 

○ 負担
ふたん

上限
じょうげん

月額
げつがく

については、平成
へいせい

19年
ねん

４月
がつ

の特別
とくべつ

対策
たいさく

及
およ

び平成
へいせい

20年
ねん

７月
がつ

の 緊 急
きんきゅう

措置
そ ち

において段階的
だんかいてき

に引
ひ

き下
さ

げるとともに、平成
へいせい

21年
ねん

７月
がつ

に資産
しさん

要件
ようけん

を撤廃
てっぱい

するなど、利用者
りようしゃ

負担
ふたん

の軽減
けいげん

を図
はか

ってきたところである。 



２ 

 

 

○ また、新
あら

たな制度
せいど

ができるまでの間
あいだ

、平成
へいせい

22年
ねん

４月
がつ

から、低所得
ていしょとく

（市町
しちょう

村民
そんみん

税
ぜい

非課税
ひかぜい

）の障害者
しょうがいしゃ

等
とう

につき、福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

に係
かかわ

る利用者
りようしゃ

負担
ふたん

を無料
むりょう

と

している。 

（平成
へいせい

22年度
ねんど

所要
しょよう

額
がく

：102億円
おくえん

） 

 

 

【参考
さんこう

１】負担
ふたん

上限
じょうげん

月額
げつがく

の引
ひ

き下
さ

げについて 

 ・ 居宅
きょたく

・通所
つうじょ

サービス
さ ー び す

 

 

制 度
せいど

創 設
そうせつ

時
じ

 

（ 平 成
へいせい

18 年
ねん

４

月
がつ

～） 

特 別
とくべつ

対 策
たいさく

 

（ 平 成
へいせい

19 年
ねん

４

月
がつ

～） 

緊 急

きんきゅう

措置
そち

 

（ 平 成
へいせい

20 年
ねん

７

月
がつ

～） 

新
あら

たな制 度
せいど

が 

できるまでの 間
あいだ

 

（ 平 成
へいせい

22 年
ねん

４

月
がつ

～） 

一般
いっぱん

 37,200円
えん

 

37,200円
えん

 37,200円
えん

 37,200円
えん

 

（所 得 割

しょとくわり

16 万円

えん

未満

みまん

） 

☆9,300円
えん

 

（所 得 割

しょとくわり

16 万円

えん

未満

みまん

） 

☆9,300円
えん

（ 注
ちゅう

） 

（所 得 割

しょとくわり

16 万円

えん

未満

みまん

） 

9,300円
えん

（注
ちゅう

） 

低所得
ていしょとく

２ 24,600円
えん

 

☆6,150円
えん

 

（通所
つうしょ

は 3,750

円
えん

） 

☆3,000円
えん

 

（通所
つうしょ

は 1,500

円
えん

） 

０円
えん

 

低所得
ていしょとく

１ 15,000円
えん

 ☆3,000円
えん

 ☆1,500円
えん

 ０円
えん

 

生活
せいかつ

保護
ほ ご

 ０円
えん

 ０円
えん

 ０円
えん

 ０円
えん

 

  ☆ 資産
しさん

要件
ようけん

あり（所有
しょゆう

する現金
げんきん

及
およ

び預貯金
よちょきん

等
とう

が 1,000万
まん

円
えん

（単身
たんしん

の場合
ばあい

は 500万
まん

円
えん

）以下
い か

等
とう

） 

   → 平成
へいせい

21年
ねん

７月
がつ

以降
いこう

、資産
しさん

要件
ようけん

は撤廃
てっぱい

 

  注
ちゅう

 障害児
しょうがいじ

の場合
ばあい

、所得割
しょとくわり

28万
まん

円
えん

未満
みまん

の一般
いっぱん

世帯
せたい

の負担
ふたん

上限
じょうげん

月額
げつがく

は、4,600円
えん

 

 

 

 

 

 



３ 

 

 ・ 入所
にゅうしょ

サービス
さ ー び す

（障害者
しょうがいしゃ

（20歳
さい

以上
いじょう

）の場合
ばあい

）、グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

等
とう

利用者
りようしゃ

 

 

制 度
せいど

創 設
そうせつ

時
じ

 

（ 平 成
へいせい

18 年
ねん

４

月
がつ

～） 

特 別
とくべつ

対 策
たいさく

 

（ 平 成
へいせい

19 年
ねん

４

月
がつ

～） 

緊 急

きんきゅう

措置
そち

 

（ 平 成
へいせい

20 年
ねん

７

月
がつ

～） 

新
あら

たな制 度
せいど

が 

できるまでの 間
あいだ

 

（ 平 成
へいせい

22 年
ねん

４

月
がつ

～） 

一般
いっぱん

 37,200円
えん

 37,200円
えん

 37,200円
えん

 37,200円
えん

 

低所得
ていしょとく

２ 
０円

えん

～24,600円
えん

 

☆個別
こ べ つ

減免
げんめん

 

０円
えん

～24,600円
えん

 

☆個別
こ べ つ

減免
げんめん

 

０円
えん

～24,600円
えん

 

☆個別
こ べ つ

減免
げんめん

 
０円

えん

 

低所得
ていしょとく

１ 
０円

えん

～15,000円
えん

 

☆個別
こ べ つ

減免
げんめん

 

０円
えん

～15,000円
えん

 

☆個別
こ べ つ

減免
げんめん

 

０円
えん

～15,000円
えん

 

☆個別
こ べ つ

減免
げんめん

 
０円

えん

 

生活
せいかつ

保護
ほ ご

 ０円
えん

 ０円
えん

 ０円
えん

 ０円
えん

 

  ☆ 個別
こべつ

減免
げんめん

の適用
てきよう

に当
あ

たっては、資産
しさん

要件
ようけん

あり（入 所 者
にゅうしょしゃ

本人
ほんにん

の所有
しょゆう

する現金
げんきん

及
およ

び預貯金
よちょきん

等
とう

が

500万
まん

円
えん

（制度
せいど

創設
そうせつ

時
じ

は 350万
まん

円
えん

）以下
い か

等
とう

） → 平成
へいせい

21年
ねん

７月
がつ

以降
いこう

、資産
しさん

要件
ようけん

は撤廃
てっぱい

 

 

 ・ 入所
にゅうしょ

サービス
さ ー び す

（障害者
しょうがいしゃ

（20歳
さい

未満
み ま ん

）・障害児
しょうがいじ

） 

 

制 度
せいど

創 設
そうせつ

時
じ

 

（ 平 成
へいせい

18 年
ねん

４

月
がつ

～） 

特 別
とくべつ

対 策
たいさく

 

（ 平 成
へいせい

19 年
ねん

４

月
がつ

～） 

緊 急

きんきゅう

措置
そち

 

（ 平 成
へいせい

20 年
ねん

７

月
がつ

～） 

新
あら

たな制 度
せいど

が 

できるまでの 間
あいだ

 

（ 平 成
へいせい

22 年
ねん

４

月
がつ

～） 

一般
いっぱん

 37,200円
えん

 

37,200円
えん

 37,200円
えん

 37,200円
えん

 

（所 得 割

しょとくわり

16 万

まん

円

えん

未満

みまん

） 

☆18,600円
えん

 

（所 得 割

しょとくわり

28 万

まん

円

えん

未満

みまん

） 

☆9,300円
えん

 

（所 得 割

しょとくわり

28 万

まん

円

えん

未満

みまん

） 

9,300円
えん

 

低所得
ていしょとく

２ 
24,600円

えん

 ☆12,300円
えん

 ☆6,000円
えん

 ０円
えん

 

低所得
ていしょとく

１ 
15,000円

えん

 ☆7,500円
えん

 ☆3,500円
えん

 ０円
えん

 

生活
せいかつ

保護
ほ ご

 ０円
えん

 ０円
えん

 ０円
えん

 ０円
えん

 

  ☆ 資産
しさん

要件
ようけん

あり（所有
しょゆう

する現金
げんきん

及
およ

び預貯金
よちょきん

等
とう

が 1,000万
まん

円
えん

（単身
たんしん

の場合
ばあい

は 500万
まん

円
えん

）以下
い か

等
とう

） 

   → 平成
へいせい

21年
ねん

７月
がつ

以降
いこう

、資産
しさん

要件
ようけん

は撤廃
てっぱい

 

  ※ 一般
いっぱん

：市町
しちょう

村民
そんみん

税
ぜい

課税
かぜい

世帯
せたい

 



４ 

 

    低所得
ていしょとく

２：市町
しちょう

村民
そんみん

税
ぜい

非課税
ひかぜい

世帯
せたい

（低所得
ていしょとく

１を除
のぞ

く。） 

    低所得
ていしょとく

１：市町
しちょう

村民
そんみん

税
ぜい

非課税
ひかぜい

世帯
せたい

であって、障害者
しょうがいしゃ

本人
ほんにん

（障害児
しょうがいじ

の

場合
ばあい

は、その保護者
ほごしゃ

）の年収
ねんしゅう

が 80万
まん

円
えん

以下
い か

 

    生活
せいかつ

保護
ほ ご

：生活
せいかつ

保護
ほ ご

世帯
せたい

 

 

【参考
さんこう

２】利用者
りようしゃ

負担率
ふたんりつ

の推移
すいい

 

  4.28%（H19.11）→2.86%（H20.7）→1.94%（H21.7）→0.37%（H22.4） 

※１ 利用者
りようしゃ

負担率
ふたんりつ

は、介護
かいご

給付費
きゅうふひ

等
とう

の支給
しきゅう

額
がく

に対
たい

する利用者
りようしゃ

負担
ふたん

額
がく

の

割合
わりあい

。 

※２ 利用者
りようしゃ

負担
ふたん

については、平成
へいせい

20年
ねん

７月
がつ

から利用者
りようしゃ

負担
ふたん

の更
さら

なる軽減
けいげん

及
およ

び世帯
せたい

の範囲
はんい

の見直
みなお

しを行
おこな

い、平成
へいせい

21年
ねん

７月
がつ

から資産
しさん

要件
ようけん

を撤
てつ

廃
はい

し、

平成
へいせい

22年
ねん

４月
がつ

から低所得者
ていしょとくしゃ

（市町
しちょう

村民
そんみん

税
ぜい

非課税
ひかぜい

）の利用者
りようしゃ

負担
ふたん

を無料
むりょう

としている。 

 

（補
ほ

装具
そうぐ

に係
かかわ

る利用者
りようしゃ

負担
ふたん

について） 

○ 補
ほ

装具
そうぐ

についても、補
ほ

装具
そうぐ

の購入
こうにゅう

又
また

は修理
しゅうり

に応
おう

じ最大
さいだい

でも１割
わり

の負担
ふたん

とし

つつ、低所得者
ていしょとくしゃ

等
とう

に配慮
はいりょ

した、所得
しょとく

に応
おう

じた負担
ふたん

軽減
けいげん

措置
そ ち

を行
おこな

っていると

ころである。 

 

【参考
さんこう

】制度
せいど

創設
そうせつ

時
とき

の負担
ふたん

軽減
けいげん

措置
そ ち

 

１ 原則
げんそく

１割
わり

負担
ふたん

に対
たい

する負担
ふたん

上限
じょうげん

月額
げつがく

の設定
せってい

（所得
しょとく

が低
ひく

いほど、低
ひく

い

上限
じょうげん

額
がく

を設定
せってい

）。 

２ 利用者
りようしゃ

負担
ふたん

を支払
しはら

うことにより、生活
せいかつ

保護
ほ ご

受給者
じゅきゅうしゃ

となる場合
ばあい

には、生活
せいかつ

保護
ほ ご

に該当
がいとう

しなくなるまで、自己
じ こ

負担
ふたん

額
がく

を引
ひ

き下
さ

げ。 

 

○ 負担
ふたん

上限
じょうげん

月額
げつがく

については、新
あら

たな制度
せいど

ができるまでの間
あいだ

、平成
へいせい

22年
ねん

４月
がつ

か

ら、低所得
ていしょとく

（市町
しちょう

村民
そんみん

税
ぜい

非課税
ひかぜい

）の障害者
しょうがいしゃ

等
とう

につき、補
ほ

装具
そうぐ

に係
かかわ

る利用者
りようしゃ

負担
ふたん

を無料
むりょう

としている（平成
へいせい

22年度
ねんど

所要
しょよう

額
がく

：５億
おく

円
えん

）。 

 

○ なお、世帯員
せたいいん

のうちいずれかの者
もの

が市町
しちょう

村民
そんみん

税
ぜい

所得割
しょとくわり

額
がく

46万
まん

円
えん

（注
ちゅう

）以上
いじょう

の世帯
せたい

については、補
ほ

装具費
そうぐひ

の支給
しきゅう

対象
たいしょう

外
がい

としている。 
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 注
ちゅう

 障 害 者
しょうがいしゃ

１人を含
ふく

む３人
にん

世帯
せたい

の年収
ねんしゅう

に換
かん

算
さん

すると約
やく

1,200万
まん

円
えん

（平成
へいせい

15年度
ねんど

国民
こくみん

生活
せいかつ

基礎
き そ

調査
ちょうさ

における上位
じょうい

所得
しょとく

10％に相当
そうとう

） 

 

【参考
さんこう

】負担
ふたん

上限
じょうげん

月額
げつがく

の引
ひ

き下
さ

げについて 

 
制 度
せいど

創 設
そうせつ

時
じ

 

（ 平 成
へいせい

18 年
ねん

４ 月
がつ

～） 

新
あら

たな制 度
せいど

が 

できるまでの 間
あいだ

 

（ 平 成
へいせい

22 年
ねん

４ 月
がつ

～） 

一般
いっぱん

 37,200円
えん

 37,200円
えん

 

低所得
ていしょとく

２ 24,600円
えん

 ０円
えん

 

低所得
ていしょとく

１ 15,000円
えん

 ０円
えん

 

生活
せいかつ

保護
ほ ご

 ０円
えん

 ０円
えん

 

 

（自立
じりつ

支援
しえん

医療
いりょう

に係
かかわ

る利用者
りようしゃ

負担
ふたん

について） 

 自立
じりつ

支援
しえん

医療
いりょう

に係
かかわ

る利用者
りようしゃ

負担
ふたん

については、Ｇ１－３）に記載
きさい

 

 

【現在
げんざい

の制度
せいど

の考
かんが

え方
かた

・その他
た

留意
りゅうい

すべき事項
じこう

】 

○ 障害者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

における利用者
りようしゃ

負担
ふたん

は、 

・ 今後
こんご

とも必要
ひつよう

なサービス量
さーびすりょう

の充実
じゅうじつ

が必要
ひつよう

とされる中
なか

、国
くに

・都道府県
とどうふけん

・

市町村
しちょうそん

とともに利用者
りようしゃ

本人
ほんにん

も一定
いってい

の負担
ふたん

を行
おこな

うことで、障害者
しょうがいしゃ

制度
せいど

の

安定的
あんていてき

な運営
うんえい

のために皆
みな

で支
ささ

え合
あ

う 

・  日
にち

単位
たんい

で複数
ふくすう

のサービス
さ ー び す

を選択
せんたく

して利用
りよう

できる仕組
し く

みとなった中
なか

、

サービス
さ ー び す

の利
り

用量
ようりょう

に関
かか

わらない定額
ていがく

の負担
ふたん

を求
もと

めるものではなく、利用者
りようしゃ

負担
ふたん

の公平性
こうへいせい

の観点
かんてん

から、サービス
さ ー び す

の利
り

用量
ようりょう

等
とう

に応
おう

じたものとすることが

適当
てきとう

である 

・ 利用者
りようしゃ

が事業者
じぎょうしゃ

に利用
りよう

に応
おう

じてサービス
さ ー び す

に係
かかわ

る費用
ひよう

を支払
しはら

うことにより、

利用者
りようしゃ

の意見
いけん

が事業者
じぎょうしゃ

のサービス
さ ー び す

の向上
こうじょう

に活
い

かされやすくなる 

・ 所得
しょとく

に応
おう

じた軽減
けいげん

措置
そ ち

を講
こう

じることにより、実質的
じっしつてき

に応
おう

能
のう

負担
ふたん

の要素
ようそ

も

取
と

り入
い

れることができる。 

という考
かんが

え方
かた

の下
もと

、導入
どうにゅう

されたものである。 
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【分野
ぶんや

・項目
こうもく

・論点
ろんてん

】 

Ｇ－１ 応益
おうえき

負担
ふたん

の問題点
もんだいてん

と現状
げんじょう

の評価
ひょうか

 

３）基本
きほん

合意
ごうい

でも「当面
とうめん

の重要
じゅうよう

な課題
かだい

」とされている自立
じりつ

支援
しえん

医療
いりょう

に関
かん

する

軽減
けいげん

措置
そ ち

についてどう考
かんが

えるか？ 

 

【現在
げんざい

の制度
せいど

の状況
じょうきょう

】 

○ 障害者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

に基
もと

づく自立
じりつ

支援
しえん

医療
いりょう

には、更生
こうせい

医療
いりょう

、育成
いくせい

医療
いりょう

、

精神
せいしん

通院
つういん

医療
いりょう

の３種類
しゅるい

あり、いずれも、障害者
しょうがいしゃ

（児
じ

）が自立
じりつ

した日常
にちじょう

生活
せいかつ

又
また

は社会
しゃかい

生活
せいかつ

を営
いとな

むために必要
ひつよう

な心身
しんしん

の障害
しょうがい

を除去
じょきょ

・軽減
けいげん

するための

医療費
いりょうひ

について、医療費
いりょうひ

の自己
じ こ

負担
ふたん

額
がく

を軽減
けいげん

する制度
せいど

であり、その自己
じ こ

負担
ふたん

は

、次
つぎ

のとおり。 

① 医療
いりょう

保険
ほけん

の自己
じ こ

負担
ふたん

（一般
いっぱん

の方
かた

：３割
わり

）を１割
わり

の定率
ていりつ

負担
ふたん

に軽減
けいげん

。 

② 定率
ていりつ

負担
ふたん

が過大
かだい

なものとならないよう、所得
しょとく

に応
おう

じて１月
がつ

当
あ

たりの負担
ふたん

限度
げんど

額
がく

を設定
せってい

。 

③ 医療費
いりょうひ

が高額
こうがく

な治療
ちりょう

を長期
ちょうき

にわたり継続
けいぞく

しなければならない者
もの

（※）、

育成
いくせい

医療
いりょう

の中間
ちゅうかん

所得層
しょとくそう

については、更
さら

に軽減
けいげん

措置
そ ち

を実施
じっし

。 

（※）対象者
たいしょうしゃ

の範囲
はんい

については以下
い か

のとおり。 

   ○ 疾病
しっぺい

、症状
しょうじょう

等
とう

から対象
たいしょう

となる者
もの

 

 [更生
こうせい

・育成
いくせい

]   

腎臓
じんぞう

機能
きのう

・小腸
しょうちょう

機能
きのう

・免疫
めんえき

機能
きのう

・心臓
しんぞう

機能
きのう

障害
しょうがい

（心臓
しんぞう

移植後
いしょくご

の

抗免
こうめん

疫
えき

療法
りょうほう

に限
かぎ

る）・肝臓
かんぞう

の機能
きのう

障害
しょうがい

（肝
かん

臓
ぞう

移植後
いしょくご

の抗
こう

免疫
めんえき

療法
りょうほう

に限
かぎ

る)の者
もの

 

     [精神
せいしん

通院
つういん

]  

① 統合
とうごう

失調症
しっちょうしょう

、躁
そう

うつ 病
びょう

・うつ 病
びょう

、てんかん、認知症
にんちしょう

等
とう

の脳
のう

機能
きのう

障害
しょうがい

、薬物
やくぶつ

関連
かんれん

障害
しょうがい

（依存症
いぞんしょう

等
とう

）の者
もの

 

② 精神
せいしん

医療
いりょう

に一定
いってい

以上
いじょう

の経験
けいけん

を有
ゆう

する医師
い し

が判断
はんだん

した者
もの

 

   ○ 疾病
しっぺい

等
とう

に関
かか

わらず、高額
こうがく

な費用
ひよう

負担
ふたん

が継続
けいぞく

することから対象
たいしょう

とな

る者
もの

 

        [更生
こうせい

・育成
いくせい

・精神
せいしん

通院
つういん

]  

医療
いりょう

保険
ほけん

の多数
たすう

該当
がいとう

の者
もの

（※） 
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※ 同一
どういつ

世帯
せたい

で 1年間
ねんかん

に高額
こうがく

療養費
りょうようひ

の支給
しきゅう

回数
かいすう

が４回
かい

以上
いじょう

になる場
ば

合
ごう

に、自己
じ こ

負担
ふたん

限度
げんど

額
がく

の軽減
けいげん

を受
う

ける者
もの

 

 

 【参考
さんこう

１】自立
じりつ

支援
しえん

医療
いりょう

の概要
がいよう

 

＜医療
いりょう

の内容
ないよう

＞ 

更生
こうせい

医療
いりょう

：身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

福祉法
ふくしほう

第
だい

４条
じょう

に規定
きてい

する身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

で、その

障害
しょうがい

を除去
じょきょ

・軽減
けいげん

する手術
しゅじゅつ

等
とう

の治療
ちりょう

によって確実
かくじつ

に効果
こうか

が

期待
きたい

できるものに対
たい

して提供
ていきょう

される、更生
こうせい

のために必要
ひつよう

な

医療
いりょう

。 

 育成
いくせい

医療
いりょう

：児童
じどう

福祉法
ふくしほう

第
だい

４条
じょう

第
だい

２項
こう

に規定
きてい

する障害児
しょうがいじ

（障害
しょうがい

に係
かかわ

る

医療
いりょう

を行
おこな

わないときは将来
しょうらい

障害
しょうがい

を残
のこ

すと認
みと

められる疾患
しっかん

があ

る児童
じどう

を含
ふく

む。）で、その障害
しょうがい

を除去
じょきょ

・軽減
けいげん

する手術
しゅじゅつ

等
とう

の治療
ちりょう

によって確実
かくじつ

に効果
こうか

が期待
きたい

できる者
もの

に対
たい

して提供
ていきょう

される、生活
せいかつ

の能力
のうりょく

を得
え

るために必要
ひつよう

な医療
いりょう

。 

 精神
せいしん

通院
つういん

医療
いりょう

：精神
せいしん

保健
ほけん

及
およ

び精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

に関
かん

する法律
ほうりつ

第
だい

５条
じょう

に

規定
きてい

する統合
とうごう

失調症
しっちょうしょう

、精神
せいしん

作用
さよう

物質
ぶっしつ

による急性
きゅうせい

中每
ちゅうどく

、その他
た

の精神
せいしん

疾患
しっかん

（てんかんを含
ふく

む。）を有
ゆう

する者
もの

で、通院
つういん

による精神
せいしん

医療
いりょう

を継続的
けいぞくてき

に要
よう

する病状
びょうじょう

にある者
もの

に対
たい

し、その通院
つういん

医療
いりょう

に

係
かかわ

る自立
じりつ

支援
しえん

医療費
いりょうひ

の支給
しきゅう

を行
おこな

うもの。 

＜実施
じっし

主体
しゅたい

＞ 

  更生
こうせい

医療
いりょう

：市町村
しちょうそん

 

育成
いくせい

医療
いりょう

：都道府県
とどうふけん

、指定
してい

都市
と し

、中核
ちゅうかく

市
し

 

精神
せいしん

通院
つういん

医療
いりょう

：都道府県
とどうふけん

、指定
してい

都市
と し

 

＜財源
ざいげん

構成
こうせい

＞ 

 更生
こうせい

医療
いりょう

：国
くに

１／２、都道府県
とどうふけん

１／４、市町村
しちょうそん

１／４ 

  育成
いくせい

医療
いりょう

：国
くに

１／２、都道府県
とどうふけん

・指定
してい

都市
と し

・中核
ちゅうかく

市
し

１／２ 

  精神
せいしん

通院
つういん

医療
いりょう

：国
くに

１／２、都道府県
とどうふけん

・指定
してい

都市
と し

１／２ 

  ※ 公的
こうてき

医療
いりょう

保険
ほけん

を優
ゆう

先適用
さきてきよう

し、その後
ご

、公費
こうひ

負担
ふたん

する割合
わりあい

。 

 

 

 



８ 

 

【参考
さんこう

２】自立
じりつ

支援
しえん

医療
いりょう

の利用者
りようしゃ

負担
ふたん

の区分
くぶん

（世帯
せたい

単位
たんい

） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

利用者
りようしゃ

負担
ふたん

の区分
くぶん

（世帯
せたい

単位
たんい

） 

  ① 一定
いってい

所得
しょとく

以上
いじょう

 市町
しちょう

村民
そんみん

税
ぜい

課税
かぜい

・所得割
しょとくわり

23万
まん

５千
せん

円
えん

以上
いじょう

 

  ② 中間
ちゅうかん

所得
しょとく

 市町
しちょう

村民
そんみん

税
ぜい

課税
かぜい

・所得割
しょとくわり

23万
まん

５千
せん

円
えん

未満
み ま ん

 

  ③ 中間
ちゅうかん

所得
しょとく

２ 市町
しちょう

村民
そんみん

税
ぜい

課税
かぜい

・所得割
しょとくわり

３万
まん

３千
ぜん

円
えん

以上
いじょう

23万
まん

５千
せん

円
えん

未満
み ま ん

 

  ④ 中間
ちゅうかん

所得
しょとく

１ 市町
しちょう

村民
そんみん

税
ぜい

課税
かぜい

・所得割
しょとくわり

３万
まん

３千
ぜん

円
えん

未満
み ま ん

 

  ⑤ 低所得
ていしょとく

２ 市町
しちょう

村民
そんみん

税
ぜい

非課税
ひかぜい

（⑥を除
のぞ

く） 

  ⑥ 低所得
ていしょとく

１ 市町
しちょう

村民
そんみん

税
ぜい

非課税
ひかぜい

（利用者
りようしゃ

本人
ほんにん

の年収
ねんしゅう

が 80万
まん

円
えん

以下
い か

)  

  ⑦ 生活
せいかつ

保護
ほ ご

 生活
せいかつ

保護
ほ ご

世帯
せたい

 

 

更生
こうせい

医療
いりょう

・精神
せいしん

通院
つういん

医療
いりょう

 

育成
いくせい

医療
いりょう

 重度
じゅうど

かつ継続
けいぞく

 

対象外
たいしょうがい

：一定
いってい

所得
しょとく

以上
いじょう

 

医療
いりょう

保険
ほけん

の高額
こうがく

医療費
いりょうひ

の額
がく

 

一定
いってい

所得
しょとく

以上
いじょう

 

20,000円
えん

 

中間
ちゅうかん

所得
しょとく

 

医療
いりょう

保険
ほけん

の高額
こうがく

療養費
りょうようひ

の額
がく

 

 ※精神
せいしん

通院
つういん

のほとんどは

重度
じゅうど

かつ継続
けいぞく

 

中間
ちゅうかん

所得
しょとく

２ 

10,000円
えん

 

中間
ちゅうかん

所得
しょとく

２ 

10,000円
えん

 

中間
ちゅうかん

所得
しょとく

１ 

5,000円
えん

 

中間
ちゅうかん

所得
しょとく

１ 

5,000円
えん

 

低所得
ていしょとく

２ 

5,000円
えん

 

低所得
ていしょとく

２ 

5,000円
えん

 

低所得
ていしょとく

２ 

5,000円
えん

 

低所得
ていしょとく

１ 

2,500円
えん

 

低所得
ていしょとく

１ 

2,500円
えん

 

低所得
ていしょとく

１ 

2,500円
えん

 

生活
せいかつ

保護
ほ ご

 

０円
えん

 

生活
せいかつ

保護
ほ ご

 

０円
えん

 

生活
せいかつ

保護
ほ ご

 

０円
えん

 

【現在
げんざい

の制度
せいど

の考
かんが

え方
かた

・その他
た

留意
りゅうい

すべき事項
じこう

】 

○ 自立
じりつ

支援
しえん

医療
いりょう

における利用者
りようしゃ

負担
ふたん

は、 

 ・ 国
くに

・地方
ちほう

自治体
じちたい

とともに利用者
りようしゃ

本人
ほんにん

もー定
さだむ

の負担
ふたん

を行
おこな

うことで自立
じりつ

支援
しえん

医療
いりょう

制度
せいど

や、さらには医療
いりょう

制度
せいど

全体
ぜんたい

の安定的
あんていてき

な運営
うんえい

のために皆
みな

で支
ささ

え合
あ
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う 

 ・ 障害者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

制定
せいてい

以前
いぜん

においては、同
おな

じ障害者
しょうがいしゃ

であるにも関
かか

わらず、

更生
こうせい

医療
いりょう

、育成
いくせい

医療
いりょう

、精神
せいしん

通院
つういん

医療
いりょう

という制度
せいど

の違
ちが

いにより負担
ふたん

軽減
けいげん

の

仕組
し く

みが異
こと

なっており、負担
ふたん

の仕組
し く

みの統一
とういつ

が必要
ひつよう

であった 

 ・ 所得
しょとく

に応
おう

じた軽減
けいげん

措置
そ ち

、費用
ひよう

が高額
こうがく

な治療
ちりょう

を長期間
ちょうきかん

にわたり継続
けいぞく

しな

ければならない者
もの

の軽減
けいげん

措置
そ ち

を講
こう

じることにより、医療費
いりょうひ

負担
ふたん

が家計
かけい

に不
あた

え

る影響
えいきょう

に配慮
はいりょ

する 

という考
かんが

え方
かた

の下
もと

、導入
どうにゅう

されたものである。 

 

※ 障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する医療
いりょう

については、障害者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

施行前
しこうまえ

については、

更生
こうせい

医療
いりょう

及
およ

び育成
いくせい

医療
いりょう

は応
おう

能
のう

負担
ふたん

となっており、精神
せいしん

通院
つういん

医療
いりょう

は一律
いちりつ

５％を負担
ふたん

する仕組
し く

みとなっていた。 

 

 



１０ 

 

 

【分野
ぶんや

・項目
こうもく

・論点
ろんてん

】 

Ｇ－１ 応益
おうえき

負担
ふたん

の問題点
もんだいてん

と現状
げんじょう

の評価
ひょうか

 

 ４）「自立
じりつ

支援法
しえんほう

」では福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

や医療
いりょう

の応
おう

益
えき

負担
ふたん

以外
いがい

に、食費
しょくひ

や光熱
こうねつ

水費
すいひ

等
とう

の実費
じっぴ

負担
ふたん

が導入
どうにゅう

されたが、これについてどう考
かんが

えるか？ 

 

【現在
げんざい

の制度
せいど

の状況
じょうきょう

】 

○ 食費
しょくひ

・光
こう

熱水費
ねっすいひ

等
とう

の実費
じっぴ

については、全額
ぜんがく

自己
じ こ

負担
ふたん

を原則
げんそく

としつつ、

低所得者
ていしょとくしゃ

に係
かかわ

る負担
ふたん

を軽減
けいげん

する観点
かんてん

から、以下
い か

の負担
ふたん

軽減
けいげん

措置
そ ち

を行
おこな

ってい

る。 

１ 20歳
さい

以上
いじょう

の施設
しせつ

入所者
にゅうしょしゃ

については、サービス
さ ー び す

の利用者
りようしゃ

負担
ふたん

と食費
しょくひ

等
とう

の

実費
じっぴ

負担
ふたん

を負担
ふたん

しても、手許
てもと

に尐
すく

なくとも毎月
まいつき

２．５万
まん

円
えん

が残
のこ

るように公費
こうひ

を給付
きゅうふ

【補足
ほそく

給付
きゅうふ

】。 

２ 20歳
さい

未満
み ま ん

の施設
しせつ

入所者
にゅうしょしゃ

については、子育
こそだ

て支援
しえん

の観点
かんてん

から、障害児
しょうがいじ

支援
しえん

に係
かかわ

る負担
ふたん

が、地域
ちいき

で子
こ

どもを養育
よういく

する費用
ひよう

（※）と同程度
どうていど

の負担
ふたん

となるよ

う、保護者
ほごしゃ

の収入
しゅうにゅう

に応
おう

じて、食費
しょくひ

等
とう

の実費
じっぴ

負担
ふたん

額
がく

を軽減
けいげん

【補足
ほそく

給付
きゅうふ

】。 

 

※ 低所得者
ていしょとくしゃ

及び市町
しちょう

村民
そんみん

税
ぜい

所得割
しょとくわり

28万円
まんえん

未満
み ま ん

の者
しゃ

 ５万円
まんえん

 

  市町
しちょう

村
そん

民
みん

税
ぜい

所得
しょとく

割
わり

28万円
まんえん

以上
いじょう

の者
しゃ

 7.9万円
まんえん

 

 

３ 通所
つうしょ

サービス
さ ー び す

を利用
りよう

する低所得者
ていしょとくしゃ

については、食費
しょくひ

の額
がく

を食
しょく

材料費
ざいりょうひ

相当
そうとう

額
がく

（日額
にちがく

230円
えん

（標準的
ひょうじゅんてき

な額
がく

））のみに減額
げんがく

【食事
しょくじ

提供
ていきょう

体制
たいせい

加算
かさん

】。 

 

【現在
げんざい

の制度
せいど

の考
かんが

え方
かた

・その他
た

留意
りゅうい

すべき事項
じこう

】 

○ 支援費
しえんひ

制度
せいど

においては、施設
しせつ

利用者
りようしゃ

に係
かかわ

る食費
しょくひ

や光熱
こうねつ

水費
すいひ

は給付費
きゅうふひ

の対象
たいしょう

としていたが、これらの経費
けいひ

については、どこで暮
く

らしていても必
かなら

ずかかる性質
せいしつ

のものであることを踏
ふ

まえ、施設
しせつ

を利用
りよう

する者
もの

と利用
りよう

しない者
もの

の費用
ひよう

負担
ふたん

の

均衡
きんこう

を図
はか

る観点
かんてん

から、障害者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

においては、各種
かくしゅ

負担
ふたん

軽減
けいげん

措置
そ ち

を

行
おこな

いつつ、利用者
りようしゃ

の実費
じっぴ

負担
ふたん

としたところである。 

 



１１ 

 

 

【分野
ぶんや

・項目
こうもく

・論点
ろんてん

】 

Ｇ－２ 負担
ふたん

の範囲
はんい

 

 １）「応益
おうえき

負担
ふたん

廃止
はいし

」後
ご

の負担
ふたん

のあり方
かた

として、サービス
さ ー び す

・支援
しえん

に関
かん

する負担
ふたん

と

食費
しょくひ

等
とう

の実費
じっぴ

負担
ふたん

について、それぞれどう考
かんが

えるか？ 

 ２）費用
ひよう

負担
ふたん

を求
もと

める場合
ばあい

の仕組
し く

みとその際
さい

の負担
ふたん

を求
もと

める範囲
はんい

（障害者
しょうがいしゃ

本人
ほんにん

、同居
どうきょ

家族
かぞく

等
とう

）についてどう考
かんが

えるか？ 

 

【現在
げんざい

の制度
せいど

の状況
じょうきょう

】 

１）については、Ｇ１－１）～４）に記載
きさい

 

 

２）について 

（費用
ひよう

負担
ふたん

を求
もと

める場合
ばあい

の仕組
し く

みについて） 

○ 障害者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

においては、支給
しきゅう

決定
けってい

を受
う

けた障害者
しょうがいしゃ

又
また

は障害児
しょうがいじ

の

保護者
ほごしゃ

が、事業所
じぎょうしょ

に利用者
りようしゃ

負担
ふたん

を支払
しはら

う仕組
し く

みとなっている。 

 

（負担
ふたん

を求
もと

める範囲
はんい

について） 

○ 福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

や補
ほ

装具
そうぐ

に係
かかわ

る利用者
りようしゃ

負担
ふたん

については、所得
しょとく

に応
おう

じた負担
ふたん

上限
じょうげん

月額
げつがく

を設定
せってい

し、その額
がく

を超
こ

える利用者
りようしゃ

負担
ふたん

は発生
はっせい

しない仕組
し く

みとなっている。 

  その所得
しょとく

を判断
はんだん

する際
さい

の世帯
せたい

の範囲
はんい

は、以下
い か

のとおりとなっている。 

 

 【所得
しょとく

を判断
はんだん

する際
さい

の世帯
せたい

の範囲
はんい

】 

 ・ 障害者
しょうがいしゃ

（施設
しせつ

に入所
にゅうしょ

する 20歳
さい

未満
み ま ん

の障害者
しょうがいしゃ

を除
のぞ

く。） 

  → （平成
へいせい

20年
ねん

６月
がつ

まで）障害者
しょうがいしゃ

本人
ほんにん

の属
ぞく

する住民
じゅうみん

基本
きほん

台帱上
だいちょうじょう

の世帯
せたい

 

（平成
へいせい

20年
ねん

７月
がつ

から）障害者
しょうがいしゃ

本人
ほんにん

とその配偶者
はいぐうしゃ

 

 

 ・ 障害児
しょうがいじ

及
およ

び施設
しせつ

に入所
にゅうしょ

する 20歳
さい

未満
み ま ん

の障害者
しょうがいしゃ

 

  → 保護者
ほごしゃ

の属
ぞく

する住民
じゅうみん

基本
きほん

台帱上
だいちょうじょう

の世帯
せたい

 

 

 

 



１２ 

 

【現在
げんざい

の制度
せいど

の考
かんが

え方
かた

・その他
た

留意
りゅうい

すべき事項
じこう

】 

（負担
ふたん

を求
もと

める範囲
はんい

について） 

○ 障害者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

施行
しこう

当初
とうしょ

においては、負担
ふたん

上限
じょうげん

月額
げつがく

を算定
さんてい

する際
さい

の

所得
しょとく

の範囲
はんい

を「（住民
じゅうみん

基本
きほん

台帱上
だいちょうじょう

の）世帯
せたい

」を単
たん

位
い

としていた。 

 

○ これは、他
ほか

の社会
しゃかい

保障
ほしょう

制度
せいど

においても採用
さいよう

されている考
かんが

えであり、 

・ 経済的
けいざいてき

な面
めん

において世帯
せたい

の構
こう

成員
せいいん

が互
たが

いに支
ささ

え合
あ

うという生活
せいかつ

実態
じったい

が

あること 

 ・ 税
ぜい

制度
せいど

や医療
いりょう

保険
ほけん

制度
せいど

において控除
こうじょ

や被
ひ

扶養者
ふようしゃ

扱
あつか

いによる優遇
ゆうぐう

を受
う

けて

いること 

 等
とう

から、負担
ふたん

の公平性
こうへいせい

の観点
かんてん

において適当
てきとう

であると考
かんが

えられたためであっ

た。 

 

○ その後
ご

、障害者
しょうがいしゃ

本人
ほんにん

の所得
しょとく

が低
ひく

くても父母
ふ ぼ

等
とう

の所得
しょとく

が高
たか

い場合
ばあい

には、負担
ふたん

上限
じょうげん

月額
げつがく

は高
たか

い区分
くぶん

になるが、父母
ふ ぼ

等
とう

からの自立
じりつ

に対
たい

する障害者
しょうがいしゃ

の意向
いこう

が

強
つよ

いことを考慮
こうりょ

し、平成
へいせい

20年
ねん

７月
がつ

から、障害者
しょうがいしゃ

につき、福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

や補
たすく

装具
そうぐ

に係
かかわ

る負担
ふたん

上限
じょうげん

月額
げつがく

を算定
さんてい

する際
さい

の世帯
せたい

の範囲
はんい

を見直
みなお

し、障害者
しょうがいしゃ

本人
ほんにん

とその配偶者
はいぐうしゃ

のみの所得
しょとく

で判断
はんだん

することとした。 

  配偶者
はいぐうしゃ

については、民法上
みんぽうじょう

、扶助
ふじょ

義務
ぎ む

が課
か

せられていること（民法
みんぽう

第
だい

752

条
じょう

）などを考慮
こうりょ

して、負担
ふたん

上限
じょうげん

月額
げつがく

を算定
さんてい

する際
さい

の世帯
せたい

の対象
たいしょう

としている

ものである。 

 



１３ 

 

 

【分野
ぶんや

・項目
こうもく

・論点
ろんてん

】 

Ｈ－１ 支払
しはらい

方式
ほうしき

 

 １）「自立
じりつ

支援法
しえんほう

」による報酬
ほうしゅう

払
はら

い方式
ほうしき

についてどう評価
ひょうか

するか？日額
にちがく

払
はら

い

方式
ほうしき

について、人材
じんざい

確保
かくほ

や安定
あんてい

したサービス
さ ー び す

提供
ていきょう

の困難
こんなん

さを指摘
してき

する声
こえ

がある一方
いっぽう

、利用者
りようしゃ

の選択
せんたく

等
とう

の点
てん

から評価
ひょうか

する声
こえ

もある。これについてど

う考
かんが

えるか？ 

 

【現在
げんざい

の制度
せいど

の状況
じょうきょう

】 

○ 障害者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

では、事業者
じぎょうしゃ

に対
たい

する報酬
ほうしゅう

については、入所
にゅうしょ

の場合
ばあい

も通所
つうしょ

の場合
ばあい

も、利用者
りようしゃ

の希望
きぼう

に応
おう

じてサービス
さ ー び す

を日
ひ

ごとに選択
せんたく

して利用
りよう

する仕組
し く

み

となったことを踏
ふ

まえ、１日
にち

当
あ

たりの単価
たんか

を利用
りよう

日数
にっすう

に応
おう

じて支払
しはら

う仕組
し く

み

「日払
ひばら

い方式
ほうしき

」としている。 

 

○ 報酬
ほうしゅう

の日払
ひばら

い方式
ほうしき

は、利用者
りようしゃ

のサービス
さ ー び す

利用
りよう

の組
く

み合
あわ

せが可能
かのう

となる他
ほか

、

サービス
さ ー び す

利用
りよう

のない日
ひ

は、利用者
りようしゃ

負担
ふたん

を行
おこな

う必要
ひつよう

がないという利用者
りようしゃ

の

メリット
め り っ と

がある。また、報酬
ほうしゅう

が支払
しはら

われない為
ため

、公費
こうひ

負担
ふたん

の適正化
てきせいか

が図
はか

られる

反面
はんめん

、事業者
じぎょうしゃ

にとっては、利用者
りようしゃ

の欠席
けっせき

が増
ふ

えると経営
けいえい

が丌安定
ふあんてい

になる

デメリット
で め り っ と

がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１４ 

 

【参考
さんこう

】報酬
ほうしゅう

の支払
しはら

い方
かた

（「月払
つきばら

い方式
ほうしき

」と「日払
ひばら

い方式
ほうしき

」）についての

メリット
め り っ と

とデメリット
で め り っ と

 

 月
つき

 払
ばら

 い 方
ほう

 式
しき

 日
ひ

 払
ばら

 い 方
ほう

 式
しき

 

 

 

利用者
りようしゃ

 

メリット
め り っ と

 
 利用者

りようしゃ

の選択
せんたく

により複数
ふくすう

の

サービス
さ ー び す

を組合
くみあわ

せることが可能
かのう

 

デメリット
で め り っ と

 

原則
げんそく

として、月
つき

に数日
すうじつ

の利用
りよう

で

も１か月分
げつぶん

の利用者
りようしゃ

負担
ふたん

を行
おこな

う

こととなる 

 

 

 

事業者
じぎょうしゃ

 

メリット
め り っ と

 

サービス
さ ー び す

提供
ていきょう

の有無
う む

にかかわら

ず、１か月分
げつぶん

の収入
しゅうにゅう

が入
はい

るため

経営
けいえい

が安定
あんてい

する 

 

デメリット
で め り っ と

 
 利用者

りようしゃ

の欠席
けっせき

が増
ふ

えると経営
けいえい

が

丌安定
ふあんてい

になる 

 

 

公費
こうひ

負担
ふたん

 

メリット
め り っ と

 

 事業者
じぎょうしゃ

の 利用
りよう

者増
しゃぞう

に 向
む

け た

サービス
さ ー び す

の質
しつ

の向上
こうじょう

などの努力
どりょく

を促
うなが

す 

デメリット
で め り っ と

 

実際
じっさい

のサービス
さ ー び す

利用
りよう

がない日
ひ

に、

公費
こうひ

負担
ふたん

及
およ

び利用者
りようしゃ

負担
ふたん

により

事業者
じぎょうしゃ

に対
たい

する報酬
ほうしゅう

を支払
しはら

うこ

ととなる（公費
こうひ

負担
ふたん

及
およ

び利用者
りようしゃ

負担
ふたん

の増
ぞう

大
だい

） 

※平成
へいせい

22年
ねん

４月
がつ

から、低所得
ていしょとく

（市町
しちょう

村民
そんみん

税
ぜい

非課税
ひ か ぜ い

）の障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の利用者
りようしゃ

負担
ふたん

を無料
むりょう

とした 

 

 

○ 報酬
ほうしゅう

の「日払
ひばら

い方式
ほうしき

」の導入
どうにゅう

に伴
ともな

い、事業者
じぎょうしゃ

の経営
けいえい

基盤
きばん

の安定
あんてい

を図
はか

るた

め、以下
い か

の措置
そ ち

を講
こう

じてきたところである。 

① 「日払
ひばら

い方式
ほうしき

」導入
どうにゅう

に際
さい

しての報酬
ほうしゅう

単価
たんか

の設定
せってい

に当
あ

たり、利用率
りようりつ

を加味
か み

して一定
いってい

の欠員
けついん

等
とう

にも配慮
はいりょ

した。 

・ 新体
しんたい

系
けい

入所
にゅうしょ

施設
しせつ

の利用率
りようりつ

   96％ 

・ 新体
しんたい

系
けい

通所
つうしょ

サービス
さ ー び す

の利用率
りようりつ

 91％（障害者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

施行
しこう

時
じ

は利用率
りようりつ
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を95％で設定
せってい

していたが、平成
へいせい

20年
ねん

の緊急
きんきゅう

措置
そ ち

の際
さい

に改定
かいてい

した。） 

 

② 平成
へいせい

18年度
ねんど

から、障害者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援
しえん

対策
たいさく

臨時
りんじ

特例
とくれい

交付
こうふ

金
きん

（基金
ききん

事業
じぎょう

）に

おいて従前
じゅうぜん

（障害者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

施行前
しこうまえ

）の報酬
ほうしゅう

の９割
わり

に相当
そうとう

する水準
すいじゅん

額
がく

との差額
さがく

を助成
じょせい

している。 

 

③ 事業者
じぎょうしゃ

の安定的
あんていてき

な経営
けいえい

が図
はか

られるよう、定員
ていいん

を超
こ

えて利用者
りようしゃ

を受
う

け入
い

れ

られるようにしている。 

・ 通所
つうしょ

サービス
さ ー び す

 １日
にち

当
あ

たり定員
ていいん

の 150％まで 

          過去
か こ

３か月
げつ

平均
へいきん

で定員
ていいん

の 125％まで 

・ 居住
きょじゅう

サービス
さ ー び す

 １日
にち

当
あ

たり定員
ていいん

の 110％まで 

          過去
か こ

３か月
げつ

平均
へいきん

で定員
ていいん

の 105％まで 

 

④ 利用者
りようしゃ

が急病
きゅうびょう

等
とう

により利用
りよう

を中止
ちゅうし

した場合
ばあい

、利用者
りようしゃ

が入院
にゅういん

・外泊
がいはく

した

場合
ばあい

又
また

は利用者
りようしゃ

が長期間
ちょうきかん

入院
にゅういん

・帰省
きせい

した場合
ばあい

において、事業者
じぎょうしゃ

が連絡
れんらく

調整
ちょうせい

や相談
そうだん

援助
えんじょ

を行
おこな

ったときに、報酬
ほうしゅう

を加算
かさん

することとしている。 

 

【参考
さんこう

】加算
かさん

ができる主
おも

な場合
ばあい

 

・  欠席
けっせき

時
じ

対応
たいおう

加算
かさん

（対象
たいしょう

：新体
しんたい

系
けい

及
およ

び旧体系
きゅうたいけい

の通所
つうしょ

サービス
さ ー び す

） 

利用者
りようしゃ

が急病
きゅうびょう

等
とう

により利用
りよう

を中止
ちゅうし

した際
さい

に、連絡
れんらく

調整
ちょうせい

や相談
そうだん

援助
えんじょ

を行
おこな

った場合
ばあい

に加算
かさん

を行
おこな

う。 

・  長期
ちょうき

入院
にゅういん

等
とう

支援
しえん

加算
かさん

（対象
たいしょう

：施設
しせつ

入所
にゅうしょ

支援
しえん

・旧体系
きゅうたいけい

入所
にゅうしょ

施設
しせつ

） 

利用者
りようしゃ

が長期間
ちょうきかん

にわたり入院
にゅういん

・外泊
がいはく

した際
さい

、入院
にゅういん

にあっては原則
げんそく

とし

て週
しゅう

１回
かい

以上
いじょう

、病院
びょういん

又
また

は診療所
しんりょうじょ

を訪問
ほうもん

し、利用者
りようしゃ

の相談
そうだん

支援
しえん

等
とう

、日常
にちじょう

生活上
せいかつじょう

の支援
しえん

を行
おこな

い、入院
にゅういん

以外
いがい

の外泊
がいはく

にあっては家族
かぞく

等
とう

との連絡
れんらく

調整
ちょうせい

や

交通
こうつう

手段
しゅだん

の確保
かくほ

等
とう

を行
おこな

った場合
ばあい

に加算
かさん

を行
おこな

う。 

・  長期
ちょうき

入院
にゅういん

時
じ

支援
しえん

特別
とくべつ

加算
かさん

（対象
たいしょう

：グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

・ケアホーム
け あ ほ ー む

・宿泊型
しゅくはくがた

自立
じりつ

訓練
くんれん

） 

家族
かぞく

等
とう

から入院
にゅういん

に係
かかわ

る支援
しえん

を受
う

けることが困難
こんなん

な利用者
りようしゃ

が、長期間
ちょうきかん

にわ

たり入院
にゅういん

した際
さい

、原則
げんそく

として週
しゅう

1回
かい

以上
いじょう

、病院
びょういん

又
また

は診療所
しんりょうじょ

を訪問
ほうもん

し、
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利用者
りようしゃ

の相談
そうだん

支援
しえん

等
とう

、日常
にちじょう

生活上
せいかつじょう

の支援
しえん

を行
おこな

い、退院後
たいいんご

の円
えん

滑
かつ

な生活
せいかつ

移行
いこう

が可能
かのう

となるよう、病院
びょういん

との連絡
れんらく

調整
ちょうせい

を行
おこな

った場合
ばあい

に加算
かさん

を行
おこな

う。 

・  帰宅
きたく

時
じ

支援
しえん

加算
かさん

（対象
たいしょう

：グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

・ケアホーム
け あ ほ ー む

・宿泊型
しゅくはくがた

自立
じりつ

訓練
くんれん

） 

事業所
じぎょうしょ

が利用者
りようしゃ

の帰省
きせい

に伴
ともな

う家族
かぞく

等
とう

との連絡
れんらく

調整
ちょうせい

や交通
こうつう

手段
しゅだん

の確保
かくほ

等
とう

の支援
しえん

を行
おこな

った場合
ばあい

に加算
かさん

を行
おこな

う。 

・  長期
ちょうき

帰宅
きたく

時
じ

支援
しえん

加算
かさん

（対象
たいしょう

：グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

・ケアホーム
け あ ほ ー む

・宿泊型
しゅくはくがた

自立
じりつ

訓練
くんれん

） 

事業所
じぎょうしょ

が利用者
りようしゃ

の長期間
ちょうきかん

の帰省
きせい

に伴
ともな

う家族
かぞく

等
とう

との連絡
れんらく

調整
ちょうせい

や交通
こうつう

手段
しゅだん

の確保
かくほ

等
とう

の支援
しえん

を行
おこな

った場合
ばあい

に加算
かさん

を行
おこな

う。 

 

○ 平成
へいせい

21年
ねん

４月
がつ

の報酬
ほうしゅう

改定
かいてい

においては、事業者
じぎょうしゃ

の経営
けいえい

基盤
きばん

の安定
あんてい

を図
はか

るた

め、各障害
かくしょうがい

福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

事業所
じぎょうしょ

等
とう

の収支
しゅうし

状況
じょうきょう

などを調査
ちょうさ

した「障害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

等
とう

経営
けいえい

実態
じったい

調査
ちょうさ

」の結果
けっか

を踏
ふ

まえて、全体
ぜんたい

でプラス
ぷ ら す

5.1％の報酬
ほうしゅう

改定
かいてい

を行
おこな

ったところである。 

 

【現在
げんざい

の制度
せいど

の考
かんが

え方
かた

・その他
た

留意
りゅうい

すべき事項
じこう

】 

○ 平成
へいせい

20年
ねん

12月
がつ

に取
と

りまとめられた社会
しゃかい

保障審
ほしょうしん

議会
ぎかい

障害者
しょうがいしゃ

部会
ぶかい

の報告
ほうこく

に

おいては、 

・ 「月額
げつがく

払
はら

い方式
ほうしき

」に戻
もど

した場合
ばあい

、利用者
りようしゃ

が月
つき

に数日
すうじつ

しか利用
りよう

しないとき

や、利用者
りようしゃ

が複数
ふくすう

の日中
にっちゅう

活動
かつどう

サービス
さ ー び す

を利用
りよう

したときに、それぞれの

事業所
じぎょうしょ

の 1 か月分
げつぶん

の費用
ひよう

を支払
しはら

うこととなるが、給付費
きゅうふひ

の増大
ぞうだい

を避
さ

ける

方法
ほうほう

が難
むずか

しい（後略
こうりゃく

） 

とされている。 
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【分野
ぶんや

・項目
こうもく

・論点
ろんてん

】 

Ｈ－２ 人材
じんざい

確保
かくほ

・育成
いくせい

 

１）人材
じんざい

確保
かくほ

の困難
こんなん

が指摘
してき

されている。また、事務量
じむりょう

の増
ぞう

大
だい

等
とう

を指摘
してき

する声
こえ

が

ある。人材
じんざい

丌足
ふそく

の解消
かいしょう

及
およ

び事務
じ む

の簡素化
かんそか

のために、サービス
さ ー び す

体系
たいけい

及
およ

び資格
しかく

要件
ようけん

をシンプル
し ん ぷ る

にすることは有効
ゆうこう

か？また、有効
ゆうこう

である場合
ばあい

、どのように

整理
せいり

するべきか？ 

２）支援
しえん

職員
しょくいん

や相談
そうだん

支援者
しえんしゃ

の迅速
じんそく

かつ有効
ゆうこう

な人材
じんざい

確保
かくほ

・育成
いくせい

の課題
かだい

は何
なに

か？ 

３）障害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

の質
しつ

・量
りょう

を適切
てきせつ

な水準
すいじゅん

に保
たも

つには、支援
しえん

職員
しょくいん

の賃金
ちんぎん

そ

の他
た

の労働
ろうどう

条件
じょうけん

が他
ほか

の分野
ぶんや

と比
くら

べて遜色
そんしょく

のない水準
すいじゅん

に保
たも

たれる必要
ひつよう

が

あるが、そのために障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

福祉法
ふくしほう

で規定
きてい

できる事項
じこう

、その他
た

の法
ほう

制度
せいど

で

規定
きてい

すべき事項
じこう

があるかどうか？ 

 

【現在
げんざい

の制度
せいど

の状況
じょうきょう

】 

（サービス
さ ー び す

体系
たいけい

） 

○ 障害者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援
しえん

に基
もと

づくサービス
さ ー び す

体系
たいけい

については、障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の状態
じょうたい

や

ニーズ
に ー ず

に応
おう

じた適切
てきせつ

な支援
しえん

を行
おこな

うため、従来
じゅうらい

の施設
しせつ

体系
たいけい

を、障害
しょうがい

種別
しゅべつ

にか

かわらない共通
きょうつう

の「事業
じぎょう

」の単位
たんい

に見直
みなお

し、全体
ぜんたい

のサービス
さ ー び す

体系
たいけい

を、介護
かいご

給付
きゅうふ

、

訓練
くんれん

等
とう

給付
きゅうふ

及
およ

び地域
ちいき

生活
せいかつ

支援
しえん

事業
じぎょう

の３つに再編
さいへん

した。 

また、事業
じぎょう

の再編
さいへん

に当
あ

たっては、特
とく

に「地域
ちいき

生活
せいかつ

支援
しえん

」、「就労
しゅうろう

支援
しえん

」とい

った新
あら

たな課題
かだい

に対応
たいおう

する事業
じぎょう

を制度化
せいどか

するとともに、入所
にゅうしょ

施設
しせつ

や病院
びょういん

で 24

時間
じかん

暮
く

らす従来
じゅうらい

のサービス
さ ー び す

提供
ていきょう

の在
あ

り方
かた

を見直
みなお

し、「日中
にっちゅう

活動
かつどう

の場
ば

」と「生活
せいかつ

の場
ば

」を区分
くぶん

する「昼夜
ちゅうや

分離
ぶんり

」を行
おこな

うことにより、障害者
しょうがいしゃ

等
とう

が地域
ちいき

社会
しゃかい

で生活
せいかつ

できるような基盤
きばん

整備
せいび

の推進
すいしん

を図
はか

った。 

 

※ 現行
げんこう

のサービス
さ ー び す

体系
たいけい

 

 ア
あ

 訪問
ほうもん

系
けい

サービス
さ ー び す

 

  ・ 介護
かいご

給付
きゅうふ

：居宅
きょたく

介護
かいご

、重度
じゅうど

訪問
ほうもん

介護
かいご

、行動
こうどう

援護
えんご

 

 イ
い

 日中
にっちゅう

活動
かつどう

系
けい

サービス
さ ー び す

（日中
にっちゅう

活動
かつどう

の場
ば

） 

  ・ 介護
かいご

給付
きゅうふ

：療養
りょうよう

介護
かいご

（医療型
いりょうかた

）、生活
せいかつ

介護
かいご

（福祉型
ふくしがた

） 
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・ 訓練
くんれん

等
とう

給付
きゅうふ

：自立
じりつ

訓練
くんれん

（機能
きのう

・生活
せいかつ

訓練
くんれん

）、就労
しゅうろう

移行
いこう

支援
しえん

、就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
しえん

 

  ・ 地域
ちいき

生活
せいかつ

支援
しえん

事業
じぎょう

：地域
ちいき

活動
かつどう

支援
しえん

センタ
せ ん た

ー 

 

 ウ
う

 居住
きょじゅう

系
けい

サービス
さ ー び す

（生活
せいかつ

の場
ば

） 

   ・ 介護
かいご

給付
きゅうふ

：共同
きょうどう

生活
せいかつ

介護
かいご

、施設
しせつ

入所
にゅうしょ

支援
しえん

 

・ 訓練
くんれん

等
とう

給付
きゅうふ

：共同
きょうどう

生活
せいかつ

援助
えんじょ

 

・ 地域
ちいき

生活
せいかつ

支援
しえん

事業
じぎょう

：福祉
ふくし

ホーム
ほ ー む

 

 

（資格
しかく

が求
もと

められる職種
しょくしゅ

） 

○ 障害者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

に基
もと

づくサービス
さ ー び す

体系
たいけい

における以下
い か

の職種
しょくしゅ

につき一定
いってい

の資格
しかく

を求
もと

めている。 

① 管理者
かんりしゃ

 

管理者
かんりしゃ

は、障害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

事業所
じぎょうしょ

等
とう

の従業者
じゅうぎょうしゃ

及
およ

び業務
ぎょうむ

の管理
かんり

等
とう

を

一元的
いちげんてき

に行
おこな

うとともに、当該
とうがい

従
じゅう

業者
ぎょうしゃ

に人員
じんいん

、設備
せつび

及
およ

び運営
うんえい

に関
かん

する基準
きじゅん

を遵守
じゅんしゅ

させるため必要
ひつよう

な指揮
し き

命令
めいれい

を行
おこな

う。 

 

② サービス
さ ー び す

管理
かんり

責任者
せきにんしゃ

（居宅
きょたく

介護
かいご

・重度
じゅうど

訪問
ほうもん

介護
かいご

・行動
こうどう

援護
えんご

・短期
たんき

入所
にゅうしょ

・

重度
じゅうど

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

包括
ほうかつ

支援
しえん

以外
いがい

のサービス
さ ー び す

） 

サービス
さ ー び す

管理
かんり

責任者
せきにんしゃ

は、利用者
りようしゃ

の心身
しんしん

の状況
じょうきょう

等
とう

を把握
はあく

し、個別
こべつ

支援
しえん

計画
けいかく

を作成
さくせい

して、利用者
りようしゃ

に対
たい

し、必要
ひつよう

な支援
しえん

を行
おこな

うとともに、他
ほか

の従
じゅう

業者
ぎょうしゃ

に対
たい

する技術
ぎじゅつ

指導
しどう

及
およ

び助言
じょげん

を行
おこな

う。 

 

③  サービス
さ ー び す

提供
ていきょう

責任者
せきにんしゃ

（居宅
きょたく

介護
かいご

・重度
じゅうど

訪問
ほうもん

介護
かいご

・行動
こうどう

援護
えんご

・重度
じゅうど

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

包括
ほうかつ

支援
しえん

のサービス
さ ー び す

） 

サービス
さ ー び す

提供
ていきょう

責任者
せきにんしゃ

は、利用者
りようしゃ

の心身
しんしん

の状況
じょうきょう

等
とう

を把握
はあく

し、居宅
きょたく

介護
かいご

計画
けいかく

等
とう

を作成
さくせい

して、利用者
りようしゃ

に対
たい

し、必要
ひつよう

な支援
しえん

を行
おこな

うとともに、利用
りよう

の

申込
もうしこ

みに係
かかわ

る調整
ちょうせい

や従
じゅう

業者
ぎょうしゃ

に対
たい

する技術
ぎじゅつ

指導
しどう

等
とう

のサービス
さ ー び す

の内容
ないよう

の

管理
かんり

等
とう

を行
おこな

う。 

 

 



１９ 

 

 ④ 相談
そうだん

支援
しえん

専門員
せんもんいん

（相談
そうだん

支援
しえん

） 

相談
そうだん

支援
しえん

専門員
せんもんいん

は、利用者
りようしゃ

に係
かかわ

るアセスメント
あ せ す め ん と

の実施
じっし

、サービス
さ ー び す

利用
りよう

計画
けいかく

の作成
さくせい

、サービス
さ ー び す

担当者
たんとうしゃ

会議
かいぎ

の開催
かいさい

、サービス
さ ー び す

利用
りよう

計画
けいかく

の実施
じっし

状況
じょうきょう

の把握
はあく

などを行
おこな

う。 

 

（資格
しかく

要件
ようけん

） 

○ 障害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

の従
じゅう

業者
ぎょうしゃ

については、特段
とくだん

要件
ようけん

の定
さだ

めはないが、管理者
かんりしゃ

やサービス
さ ー び す

管理
かんり

責任者
せきにんしゃ

などの職種
しょくしゅ

については、他
ほか

の職員
しょくいん

に対
たい

する指導的
しどうてき

な

役割
やくわり

が期待
きたい

されていることから、一定
いってい

の要件
ようけん

を定
さだ

めている。 

 

① 管理者
かんりしゃ

の要件
ようけん

 

社会福祉法第
しゃかいふくしほうだい

19条第
じょうだい

１項各号
こうかくごう

のいずれかに該当
がいとう

する者
もの

若
わか

しくは社会
しゃかい

福祉
ふくし

事業
じぎょう

に２年
ねん

以上
いじょう

従事
じゅうじ

した者
もの

又
また

はこれらと同等
どうとう

以上
いじょう

の能力
のうりょく

を有
ゆう

する

と認
みと

められる者
もの

でなければならないとされている。（訪問
ほうもん

系
けい

サービス
さ ー び す

・児童
じどう

デイサービス
で い さ ー び す

・短期
たんき

入所
にゅうしょ

・グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

・ケアホーム
け あ ほ ー む

以外
いがい

の場合
ばあい

） 

※ 療養
りょうよう

介護
かいご

の場合
ばあい

は医師
い し

でなければならないとされている。 

※ 就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
しえん

Ａ型
がた

・Ｂ型
がた

の場合
ばあい

は企業
きぎょう

の経営
けいえい

経験者
けいけんしゃ

も認
みと

めてい

る。 

 

【参考
さんこう

】社会
しゃかい

福祉法
ふくしほう

（昭和
しょうわ

26年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

45号
ごう

） 

（資格
しかく

等
とう

） 

第
だい

19条
じょう

 社会
しゃかい

福祉
ふくし

主事
しゅじ

は、都道府県
とどうふけん

知事
ち じ

又
また

は市町
しちょう

村長
そんちょう

の補助
ほじょ

機関
きかん

である職員
しょくいん

とし、年齢
ねんれい

20年
ねん

以上
いじょう

の者
もの

であって、人格
じんかく

が高潔
こうけつ

で、思慮
しりょ

が円
えん

熟
じゅく

し、社会
しゃかい

福祉
ふくし

の増進
ぞうしん

に熱意
ねつい

があり、かつ、次
つぎ

の

各号
かくごう

のいずれかに該当
がいとう

するもののうちから任用
にんよう

しなければならない。 

１ 学校
がっこう

教育法
きょういくほう

（昭和
しょうわ

22年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

26号
ごう

）に基
もと

づく大学
だいがく

、旧
きゅう

大学令
だいがくれい

（大正
たいしょう

７年
ねん

勅令
ちょくれい

第
だい

388号
ごう

）

に基
もと

づく大学
だいがく

、旧高等
きゅうこうとう

学校令
がっこうれい

（大正
たいしょう

７年
ねん

勅令
ちょくれい

第
だい

389号
ごう

）に基
もと

づく高等
こうとう

学校
がっこう

又
また

は旧専門
きゅうせんもん

学校令
がっこうれい

（明治
めいじ

36年
ねん

勅令
ちょくれい

第
だい

61号
ごう

）に基
もと

づく専
あつむ

門
もん

学校
がっこう

において、厚生
こうせい

労働
ろうどう

大臣
だいじん

の指定
してい

する社会
しゃかい

福祉
ふくし

に関
かん

する科目
かもく

を修
おさ

めて卒業
そつぎょう

した者
もの

 

２ 厚生
こうせい

労働
ろうどう

大臣
だいじん

の指定
してい

する養成
ようせい

機関
きかん

又
また

は講習会
こうしゅうかい

の課程
かてい

を 修
しゅう

了
りょう

した者
もの

 

３ 社会
しゃかい

福祉士
ふ く し し

 

４ 厚生
こうせい

労働
ろうどう

大臣
だいじん

の指定
してい

する社会
しゃかい

福祉
ふくし

事業
じぎょう

従事者
じゅうじしゃ

試験
しけん

に合格
ごうかく

した者
もの

 



２０ 

 

５ 前各号
まえかくごう

に掲
かか

げる者
もの

と同等
どうとう

以上
いじょう

の能力
のうりょく

を有
ゆう

すると認
みと

められる者
もの

として厚生
こうせい

労働
ろうどう

省令
しょうれい

で定
さだ

め

るもの 

 

② サービス
さ ー び す

管理
かんり

責任者
せきにんしゃ

の要件
ようけん

（居宅
きょたく

介護
かいご

・重度
じゅうど

訪問
ほうもん

介護
かいご

・行動
こうどう

援護
えんご

・短期
たんき

入所
にゅうしょ

・重度
じゅうど

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

包括
ほうかつ

支援
しえん

以外
いがい

のサービス
さ ー び す

） 

障害者
しょうがいしゃ

の保健
ほけん

、医療
いりょう

、福祉
ふくし

、就労
しゅうろう

、教育
きょういく

分野
ぶんや

における一定
いってい

の実務
じつむ

経験
けいけん

を

満
まん

たすことと、一定
いってい

の研修
けんしゅう

を 修
しゅう

了
りょう

することを求
もと

めている。 

ア
あ

 実務
じつむ

経験
けいけん

 

相談
そうだん

支援
しえん

の業務
ぎょうむ

に従事
じゅうじ

した期間
きかん

 通算
つうさん

して５年
ねん

以上
いじょう

 

直接
ちょくせつ

支援
しえん

の業務
ぎょうむ

に従事
じゅうじ

した期間
きかん

 
通算
つうさん

し て 10 年
ねん

以上
いじょう

 

社会
しゃかい

福祉
ふくし

主事
しゅじ

任用
にんよう

資格者
しかくしゃ

等
とう

が、直接
ちょくせつ

支援
しえん

の

業務
ぎょうむ

に従事
じゅうじ

した期間
きかん

 
通算
つうさん

して５年
ねん

以上
いじょう

 

医師
い し

、看護師
かんごし

、介護
かいご

福祉士
ふくしし

等
とう

の国家
こっか

資格
しかく

等
とう

によ

る業務
ぎょうむ

に５年
ねん

以上
いじょう

従事
じゅうじ

している者
もの

が、相談
そうだん

支援
しえん

の業務
ぎょうむ

及
およ

び直接
ちょくせつ

支援
しえん

の業務
ぎょうむ

に従事
じゅうじ

した

期間
きかん

 

通算
つうさん

して３年
ねん

以上
いじょう

 

イ
い

 研修
けんしゅう

の修了
しゅうりょう

 

・ 相談
そうだん

支援
しえん

従事者
じゅうじしゃ

初任者
しょにんしゃ

研修
けんしゅう

（講義
こうぎ

）（11.5時間
じかん

） 

・ サービス
さ ー び す

管理
かんり

責任者
せきにんしゃ

研修
けんしゅう

（講義
こうぎ

及
およ

び演習
えんしゅう

）（19時間
じかん

） 

 

③  サービス
さ ー び す

提供
ていきょう

責任者
せきにんしゃ

の要件
ようけん

（居宅
きょたく

介護
かいご

・重度
じゅうど

訪問
ほうもん

介護
かいご

・行動
こうどう

援護
えんご

・重度
じゅうど

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

包括
ほうかつ

支援
しえん

） 

次
つぎ

のいずれかに該当
がいとう

する常勤
じょうきん

の従
じゅう

業者
ぎょうしゃ

であって専
もっぱ

ら居宅
きょたく

介護
かいご

等
とう

の

職務
しょくむ

に従事
じゅうじ

する者
もの

から選任
せんにん

することとしている。 

ア
あ

  介護
かいご

福祉士
ふくしし

 

イ
い

  介護
かいご

職員
しょくいん

基礎
き そ

研修
けんしゅう

を 修
しゅう

了
りょう

した者
もの

 

ウ
う

  居宅
きょたく

介護
かいご

従
じゅう

業者
ぎょうしゃ

養成
ようせい

研修
けんしゅう

の１級
きゅう

課程
かてい

を 修
しゅう

了
りょう

した者
もの

 

エ
え

  居宅
きょたく

介護
かいご

従
じゅう

業者
ぎょうしゃ

養成
ようせい

研修
けんしゅう

の２級
きゅう

課程
かてい

を 修
しゅう

了
りょう

し、３年
ねん

以上
いじょう

介護
かいご

等
とう

の

職務
しょくむ

に従事
じゅうじ

した者
もの

 

オ
お

 行動
こうどう

援護
えんご

従
じゅう

業者
ぎょうしゃ

養成
ようせい

研修
けんしゅう

の過
か

程
てい

を 修
しゅう

了
りょう

した者
もの

（行動
こうどう

援護
えんご

に限
かぎ

る。） 



２１ 

 

 

※ 重度
じゅうど

訪問
ほうもん

介護
かいご

については、当該
とうがい

従
じゅう

業者
ぎょうしゃ

を確保
かくほ

できないなど、特
とく

に

やむを得
え

ない事情
じじょう

があると認
みと

められる場合
ばあい

には、重度
じゅうど

訪問
ほうもん

介護
かいご

従
じゅう

業者
ぎょうしゃ

のうち相当
そうとう

の知識
ちしき

と経験
けいけん

を有
ゆう

する者
もの

から選任
せんにん

する。 

※ 行動
こうどう

援護
えんご

については、上記
じょうき

に加
くわ

えて知的
ちてき

障害者
しょうがいしゃ

、知的
ちてき

障害児
しょうがいじ

又
また

は

精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

の福祉
ふくし

に関
かん

する５年
ねん

以上
いじょう

の実務
じつむ

経験
けいけん

が必要
ひつよう

（平成
へいせい

24

年
ねん

３月
がつ

31日
にち

までの間
あいだ

に限
かぎ

り、行動
こうどう

援護
えんご

従
じゅう

業者
ぎょうしゃ

養成
ようせい

研修
けんしゅう

の過
か

程
てい

を

修
しゅう

了
りょう

した者
もの

にあっては、３年
ねん

以上
いじょう

の実務
じつむ

経験
けいけん

で可能
かのう

）。 

 

④ 相談
そうだん

支援
しえん

専門員
せんもんいん

の要件
ようけん

 

ア
あ

 実務
じつむ

経験
けいけん

 

相談
そうだん

支援
しえん

の業務
ぎょうむ

に従事
じゅうじ

した期間
きかん

 通算
つうさん

して５年
ねん

以上
いじょう

 

直接
ちょくせつ

支援
しえん

の業務
ぎょうむ

に従事
じゅうじ

した期間
きかん

 
通算
つうさん

し て 10 年
ねん

以上
いじょう

 

社会
しゃかい

福祉
ふくし

主事
しゅじ

任用
にんよう

資格者
しかくしゃ

等
とう

が、介護
かいご

等
とう

の業務
ぎょうむ

に従事
じゅうじ

した期間
きかん

 
通算
つうさん

して５年
ねん

以上
いじょう

 

医師
い し

、看護師
かんごし

、介護
かいご

福祉士
ふくしし

等
とう

の国家
こっか

資格
しかく

等
とう

によ

る業務
ぎょうむ

に５年
ねん

以上
いじょう

従事
じゅうじ

している者
もの

が、相談
そうだん

支援
しえん

の業務
ぎょうむ

及
およ

び介護
かいご

等
とう

の業務
ぎょうむ

に従事
じゅうじ

した

期間
きかん

 

通算
つうさん

して３年
ねん

以上
いじょう

 

 

※ 障害者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

施行
しこう

以前
いぜん

に相談
そうだん

支援
しえん

事業
じぎょう

に従事
じゅうじ

していた者
もの

にあ

っては、実務
じつむ

経験
けいけん

は「相談
そうだん

支援
しえん

の業務
ぎょうむ

に従事
じゅうじ

した期間
きかん

」は通算
つうさん

して３

年
ねん

以上
いじょう

で可
か

。 

 

イ
い

 研修
けんしゅう

の修了
しゅうりょう

 

・ ＜初年度
しょねんど

＞相談
そうだん

支援
しえん

従事者
じゅうじしゃ

初任者
しょにんしゃ

研修
けんしゅう

（講義
こうぎ

及
およ

び演習
えんしゅう

）（31.5時間
じかん

） 

・ ＜５年
ねん

ごと＞相談
そうだん

支援
しえん

従事者
じゅうじしゃ

現任
げんにん

研修
けんしゅう

（講義
こうぎ

及
およ

び演習
えんしゅう

）（18時間
じかん

） 

 

（その他
た

一定
いってい

の資格
し か く

を有する
ゆ う す る

者
しゃ

の配置
は い ち

を要
よう

するサービス） 

○ 利用者
りようしゃ

に対
たい

して日常
にちじょう

生活上
せいかつじょう

の健康
けんこう

管理
かんり

等
とう

の専門性
せんもんせい

を有
ゆう

する支援
しえん

が必要
ひつよう

なサービス
さ ー び す

については、一定
いってい

の資格
しかく

を有
ゆう

する者
もの

を配置
はいち

することとしている。 



２２ 

 

ア
あ

 療養
りょうよう

介護
かいご

：医師
い し

、看護師
かんごし

 

イ
い

 生活
せいかつ

介護
かいご

：医師
い し

、看護
かんご

職員
しょくいん

（保健師
ほけんし

又
また

は看護師
かんごし

若
も

しくは准
じゅん

看護師
かんごし

）及び
お よ び

理学
りがく

療法士
りょうほうし

又
また

は作業
さぎょう

療法士
りょうほうし

 

ウ
う

 自立
じりつ

訓練
くんれん

（機能
きのう

訓練
くんれん

）：理学
りがく

療法士
りょうほうし

又
また

は作業
さぎょう

療法士
りょうほうし

 

 

○  訪問
ほうもん

系
けい

サービス
さ ー び す

の従
じゅう

業者
ぎょうしゃ

については、単独
たんどく

でサービス
さ ー び す

を提
てい

供
きょう

することか

ら、一定
いってい

の研修
けんしゅう

修了者
しゅうりょうしゃ

等
とう

であることを要件
ようけん

としている。 

・ 居宅
きょたく

介護
かいご

等
とう

の従業者
じゅうぎょうしゃ

（ホームヘルパ
ほ ー む へ る ぱ

ー）の要件
ようけん

 

  ア
あ

  介護
かいご

福祉士
ふくしし

 

  イ
い

  居宅
きょたく

介護
かいご

従
じゅう

業者
ぎょうしゃ

養成
ようせい

研修
けんしゅう

の課程
かてい

を 修
しゅう

了
りょう

した者
もの

 

  （研修
けんしゅう

時間
じかん

：３級
きゅう

課程
かてい

 50時間
じかん

、２級
きゅう

課程
かてい

 130時間
じかん

、１級
きゅう

課程
かてい

 230時間
じかん

） 

  ウ
う

  重度
じゅうど

訪問
ほうもん

介護
かいご

従
じゅう

業者
ぎょうしゃ

養成
ようせい

研修
けんしゅう

の課程
かてい

を 修
しゅう

了
りょう

した者
もの

（重度
じゅうど

訪問
ほうもん

介護
かいご

に限
かぎ

る。） 

（研修
けんしゅう

時間
じかん

：基礎
き そ

研修
けんしゅう

 10時間
じかん

、追加
ついか

研修
けんしゅう

 10時間
じかん

） 

  エ
え

  行動
こうどう

援護
えんご

従
じゅう

業者
ぎょうしゃ

養成
ようせい

研修
けんしゅう

の課程
かてい

を 修
しゅう

了
りょう

した者
もの

（行動
こうどう

援護
えんご

に限
かぎ

る。） 

  （研修
けんしゅう

時間
じかん

：20時間
じかん

） 

 ※ 障害者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

施行
しこう

以前
いぜん

にホームヘルパ
ほ ー む へ る ぱ

ーとして従事
じゅうじ

していた者
もの

も従事
じゅうじ

可能
かのう

。 

 

（人材
じんざい

丌足
ふそく

の解消
かいしょう

及
およ

び事務
じ む

の簡素化
かんそか

） 

○ 平成
へいせい

21年
ねん

４月
がつ

の報酬
ほうしゅう

改定
かいてい

において「良質
りょうしつ

な人材
じんざい

の確保
かくほ

」を基本的
きほんてき

な視点
してん

の一
ひと

つとして、プラス
ぷ ら す

5.1％の改定
かいてい

を行
おこな

うとともに、直接
ちょくせつ

処遇
しょぐう

職員
しょくいん

(生活
せいかつ

支援員
しえんいん

等
とう

)として常勤
じょうきん

で配置
はいち

されている従
じゅう

業者
ぎょうしゃ

のうち、介護
かいご

福祉士
ふくしし

等
とう

の専門
せんもん

職
しょく

を手厚
てあつ

く配置
はいち

した事業所
じぎょうしょ

に報酬
ほうしゅう

を上乗
うわの

せする「福祉
ふくし

専門
せんもん

職員
しょくいん

配置
はいち

等
とう

加算
かさん

」

や「特定
とくてい

事業所
じぎょうしょ

加算
かさん

」を創設
そうせつ

したところである。 

 

※  福祉
ふくし

専門
せんもん

職員
しょくいん

配置
はいち

等
とう

加算
かさん

（ 対象
たいしょう

： 日中
にっちゅう

活動
かつどう

系
けい

サービス
さ ー び す

・

グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

・ケアホーム
け あ ほ ー む

） 

   良質
りょうしつ

な人材
じんざい

の確保
かくほ

とサービス
さ ー び す

の質
しつ

の向上
こうじょう

を図
はか

る観点
かんてん

から、条件
じょうけん

に応
おう

じ

て加算
かさん

（条件
じょうけん

１の場合
ばあい

10単位
たんい

／日
にち

、条件
じょうけん

２の場合
ばあい

６単位
たんい

／日
にち

）。 

・ 条件
じょうけん

１ 常勤
じょうきん

の生活
せいかつ

支援員
しえんいん

のうち、社会
しゃかい

福祉士
ふくしし

・介護
かいご

福祉士
ふくしし

・精神
せいしん

保健
ほけん



２３ 

 

福祉士
ふくしし

の資格
しかく

保有者
ほゆうしゃ

が 25％以上
いじょう

雇用
こよう

されていること。 

・ 条件
じょうけん

２ 生活
せいかつ

支援員
しえんいん

のうち、常勤
じょうきん

職員
しょくいん

が 75％以上
いじょう

又
また

は勤続
きんぞく

３年
ねん

以上
いじょう

の常勤
じょうきん

職員
しょくいん

が 30％以上
いじょう

であること。 

 

※ 特定
とくてい

事業所
じぎょうしょ

加算
かさん

（対象
たいしょう

：居宅
きょたく

介護
かいご

・重度
じゅうど

訪問
ほうもん

介護
かいご

・行動
こうどう

援護
えんご

） 

   良質
りょうしつ

な人材
じんざい

の確保
かくほ

とサービス
さ ー び す

の質
しつ

の向上
こうじょう

を図
はか

る観点
かんてん

から、条件
じょうけん

に応
おう

じ

て加算
かさん

（条件
じょうけん

１～条件
じょうけん

３の全
すべ

てに適
てき

合
ごう

する場合
ばあい

は所定
しょてい

単位数
たんいすう

の 20％を

加算
かさん

。条件
じょうけん

１及
およ

び条件
じょうけん

２に適合
てきごう

する場合
ばあい

又
また

は条件
じょうけん

１及
およ

び条件
じょうけん

３に適合
てきごう

する場合
ばあい

は 10％を加算
かさん

。） 

・ 条件
じょうけん

１ サービス
さ ー び す

提供
ていきょう

体制
たいせい

の整備
せいび

（研修
けんしゅう

の計画的
けいかくてき

実施
じっし

、情報
じょうほう

の的確
てきかく

な伝達
でんたつ

等
とう

） 

・ 条件
じょうけん

２ 良質
りょうしつ

な人材
じんざい

の確保
かくほ

（介護
かいご

福祉士
ふくしし

の割合
わりあい

が 30％以上
いじょう

等
とう

） 

・ 条件
じょうけん

３ 重度
じゅうど

障害者
しょうがいしゃ

への対応
たいおう

（区分
くぶん

５以上
いじょう

の利用者
りようしゃ

が 30％以上
いじょう

） 

 

○ また、同年
どうねん

10月
がつ

から、障害者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援
しえん

対策
たいさく

臨時
りんじ

特例
とくれい

交付
こうふ

金
きん

（基金
ききん

事業
じぎょう

）

において、介護
かいご

等
とう

職員
しょくいん

一人
ひとり

当
あ

たり平均
へいきん

月額
げつがく

1.5万
まん

円
えん

の賃金
ちんぎん

引
ひ

き上
あ

げに相当
そうとう

する金額
きんがく

を事業者
じぎょうしゃ

に助成
じょせい

する「福祉
ふくし

・介護
かいご

人材
じんざい

の処遇
しょぐう

改善
かいぜん

事業
じぎょう

」を実施
じっし

し

ている。 

 

 ※ 福祉
ふくし

・介護
かいご

人材
じんざい

の処遇
しょぐう

改善
かいぜん

事業
じぎょう

の申請率
しんせいりつ

 

（H21.10.30現在
げんざい

） （H22.3.31現在
げんざい

） 

約
やく

60％     →     約
やく

70％ 

 

【参考
さんこう

】介護
か い ご

職員
しょくいん

処遇
しょぐう

改善
かいぜん

交付
こ う ふ

金
きん

の申請率
しんせいりつ

（介護
か い ご

保険
ほ け ん

制度
せ い ど

） 

（H21.10.30現在
げんざい

） （H22.3.31現在
げんざい

） 

約
やく

72％     →     約
やく

82％ 

 

 

 

 

 



２４ 

 

 

※  平成
へいせい

20年
ねん

及
およ

び平成
へいせい

21年
ねん

ともに在籍
ざいせき

していたホームヘルパ
ほ ー む へ る ぱ

ー、生活
せいかつ

支援員
しえんいん

、保育士
ほいくし

等
とう

の職員
しょくいん

の平成
へいせい

21年
ねん

の平均
へいきん

給不
きゅうよ

額
がく

（月額
げつがく

）は、前年
ぜんねん

同月
どうげつ

（９月
がつ

）に比
くら

べ、以下
い か

のとおり、上昇
じょうしょう

している。 

（平成
へいせい

20年
ねん

９月
がつ

） （平成
へいせい

21年
ねん

９月
がつ

） 

・ 常勤
じょうきん

職員
しょくいん

  約
やく

7,200円
えん

（298,484円
えん

 → 305,660円
えん

） 

・ 非常勤
ひじょうきん

職員
しょくいん

 約
やく

2,500円
えん

（117,501円
えん

 → 119,962円
えん

） 

 

○ そもそも基本
きほん

報酬
ほうしゅう

において事務
じ む

職員
しょくいん

の配置
はいち

費用
ひよう

を含
ふく

めた単価
たんか

を設定
せってい

してい

るが、これに加
くわ

えて、平成
へいせい

21年度
ねんど

から、基金
ききん

事業
じぎょう

において、「事務
じ む

処理
しょり

安定化
あんていか

支援
しえん

事業
じぎょう

」として、福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

事業者
じぎょうしゃ

が事務
じ む

職員
しょくいん

を配置
はいち

した場合
ばあい

の助成
じょせい

を行
おこな

うとともに、入所
にゅうしょ

施設
しせつ

におけるサービス
さ ー び す

提供
ていきょう

の記録
きろく

について、サービス
さ ー び す

提供
ていきょう

の

都度
つ ど

記録
きろく

する必要
ひつよう

があったところを、一定
いってい

期間
きかん

まとめて記録
きろく

をしてもよいこと

とする等
とう

、事務
じ む

の簡素化
かんそか

を実施
じっし

している。 

 ※ 事務
じ む

処理
しょり

安定化
あんていか

支援
しえん

事業
じぎょう

について 

  ア
あ

 補助
ほじょ

単価
たんか

（利用者
りようしゃ

１人当
あ

たり） 

   ・ 定員
ていいん

60人
にん

以下
い か

の場合
ばあい

      20,000円
えん

 

   ・ 定員
ていいん

61人
にん

以上
いじょう

80人
にん

以下
い か

の場合
ばあい

  15,000円
えん

 

   ・ 定員
ていいん

81人
にん

以上
いじょう

の場合
ばあい

      10,000円
えん

 

  イ
い

 補助
ほじょ

割合
わりあい

 

   ・ 障害者
しょうがいしゃ

施設
しせつ

：国
くに

１／２、都道府県
とどうふけん

１／４、支給
しきゅう

決定
けってい

市町村
しちょうそん

１／４ 

   ・ 障害児
しょうがいじ

施設
しせつ

：国
くに

１／２、都道府県
とどうふけん

(指定
してい

都市
と し

、児童
じどう

相談所
そうだんじょ

設置
せっち

市
し

） 

１／２ 

ウ
う

 実施
じっし

期間
きかん

 

・ 平成
へいせい

21年度
ねんど

から 23年度
ねんど

をとおして１事業所
じぎょうしょ

につき１回
かい

の補助
ほじょ

 

 

（研修
けんしゅう

・人材
じんざい

育成
いくせい

） 

○ 障害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

事業所
じぎょうしょ

等
とう

は、人員
じんいん

、設備
せつび

及
およ

び運営
うんえい

に関
かん

する基準
きじゅん

に基
もと

づ

き、従
じゅう

業者
ぎょうしゃ

の資質
ししつ

向上
こうじょう

を図
はか

るため、研修
けんしゅう

機関
きかん

が実施
じっし

する研修
けんしゅう

や当該
とうがい

事業所
じぎょうしょ

等内
とうない

の研修
けんしゅう

への参加
さんか

の機会
きかい

を計画的
けいかくてき

に確保
かくほ

することとしている。 

 



２５ 

 

 

○ 福祉
ふくし

・介護
かいご

人材
じんざい

の処遇
しょぐう

改善
かいぜん

事業
じぎょう

において、平成
へいせい

22年
ねん

10月
がつ

から、福祉
ふくし

・介護
かいご

職員
しょくいん

の能力
のうりょく

､資格
しかく

､経験
けいけん

等
とう

に応
おう

じた処遇
しょぐう

を行
おこな

うことを定
さだ

めるキャリアパス
き ゃ り あ ぱ す

の

要件
ようけん

や、平成
へいせい

21年
ねん

４月
がつ

の報酬
ほうしゅう

改定
かいてい

を踏
ふ

まえた処遇
しょぐう

改善
かいぜん

に関
かん

する定量的
ていりょうてき

要件
ようけん

を加
くわ

えることとしている。 

※ 要件
ようけん

を満
み

たしていない申請
しんせい

事業所
じぎょうしょ

については、助成
じょせい

額
がく

を減
げん

算
さん

すること

としている。 

 

【参考
さんこう

１】キャリアパス
き ゃ り あ ぱ す

要件
ようけん

（①又
また

は②のいずれか） 

① 福祉
ふくし

・介護
かいご

職員
しょくいん

の職位
しょくい

、職責
しょくせき

又
また

は職務
しょくむ

内容
ないよう

等
とう

に応
おう

じた任用
にんよう

等
とう

の

要件
ようけん

を定
さだ

めていること、または職位
しょくい

、職責
しょくせき

又
また

は職務
しょくむ

内容
ないよう

等
とう

に応
おう

じた

賃金
ちんぎん

体系
たいけい

（一時的
いちじてき

等
とう

の臨時的
りんじてき

なものを除
のぞ

く。）について定
さだ

めていること。 

② 福祉
ふくし

・介護
かいご

職員
しょくいん

の職務
しょくむ

内容
ないよう

等
とう

を踏
ふ

まえ、職員
しょくいん

と意見
いけん

を交換
こうかん

しながら、

資質
ししつ

向上
こうじょう

のための目標
もくひょう

及
およ

びその具体的
ぐたいてき

な取組
とりくみ

を定
さだ

めていること。 

 

 【参考
さんこう

２】定量的
ていりょうてき

要件
ようけん

 

・ 事業所
じぎょうしょ

のすべての福祉
ふくし

・介護
かいご

職員
しょくいん

に対
たい

して、平成
へいせい

21年
ねん

４月
がつ

の報酬
ほうしゅう

改定
かいてい

を踏
ふ

まえて実施
じっし

した処遇
しょぐう

改善
かいぜん

（職員
しょくいん

に対
たい

する研修
けんしゅう

、休暇
きゅうか

制度
せいど

等
とう

の改善
かいぜん

等
とう

）の内容
ないよう

及
およ

び要
よう

した費用
ひよう

を一
ひと

つ以上
いじょう

明示
めいじ

するとともに、周知
しゅうち

している

こと。 

 

○ また、平成
へいせい

21年
ねん

10月
がつ

策定
さくてい

の緊急
きんきゅう

雇用
こよう

対策
たいさく

において、緊急
きんきゅう

雇用
こよう

創出
そうしゅつ

事業
じぎょう

臨時
りんじ

特例
とくれい

交付
こうふ

金
きん

により、求職者
きゅうしょくしゃ

が、養成
ようせい

機関
きかん

での受講
じゅこう

時間
じかん

も含
ふく

めて給不
きゅうよ

を

得
え

て働
はたら

きながら介護
かいご

資格
しかく

を取得
しゅとく

する「介護
かいご

雇用
こよう

プログラム
ぷ ろ ぐ ら む

」を実施
じっし

している。 

【参考
さんこう

】介護
かいご

雇用
こよう

プログラム
ぷ ろ ぐ ら む

 

① プログラム
ぷ ろ ぐ ら む

の内容
ないよう

 

・ 地方
ちほう

公共
こうきょう

団体
だんたい

から委託
いたく

を受
う

けた介護
かいご

事業者
じぎょうしゃ

等
とう

が、１年
ねん

以内
いない

（介護
かいご

福祉士
ふくしし

を目指
め ざ

す場合
ばあい

は１回
かい

更新可
こうしんか

で、最長
さいちょう

２年
ねん

）の雇用
こよう

契約
けいやく

で採用
さいよう

する。  

・ その間
あいだ

、プログラム
ぷ ろ ぐ ら む

利用者
りようしゃ

は養成
ようせい

機関
きかん

に通
かよ

って、ホームヘルパ
ほ ー む へ る ぱ

ーや介護
かいご

福祉士
ふくしし

の資格
しかく

を取得
しゅとく

することを可能
かのう

とする（ホームヘルパ
ほ ー む へ る ぱ

ー２級
きゅう

の場合
ばあい

130時間
じかん

の講義
こうぎ

、介護
かいご

福祉士
ふくしし

の場合
ばあい

２年間
ねんかん

1800時間
じかん

の講義
こうぎ

を受講
じゅこう

）。  



２６ 

 

・ 講座
こうざ

受講
じゅこう

のない日時
にちじ

は、事業所
じぎょうしょ

で働
はたら

くこととする。  

・ 資格
しかく

取得後
しゅとくご

も、雇用
こよう

契約
けいやく

終了
しゅうりょう

まで事業所
じぎょうしょ

で働
はたら

くこととする。 

  

② 補助
ほじょ

の内容
ないよう

 

求職者
きゅうしょくしゃ

が、養成
ようせい

機関
きかん

での受講
じゅこう

時間
じかん

も含
ふく

めて給不
きゅうよ

を得
え

て働
はたら

きながら

介護
かいご

資格
しかく

を取得
しゅとく

するプログラム
ぷ ろ ぐ ら む

の実施
じっし

に対
たい

し助成
じょせい

している。 

※ 都道府県
とどうふけん

に設置
せっち

した重点
じゅうてん

分野
ぶんや

雇用
こよう

創造
そうぞう

事業
じぎょう

（1,500億
おく

円
えん

）として地域
ちいき

人材
じんざい

育成
いくせい

事業
じぎょう

（750億
おく

円
えん

）の基金
ききん

（平成
へいせい

23年度
ねんど

末
すえ

まで）を活用
かつよう

し、

各地方
かくちほう

公共
こうきょう

団体
だんたい

で事業
じぎょう

計画
けいかく

を策定
さくてい

し、事業
じぎょう

を実施
じっし

。  

 

※ 地域
ちいき

人材
じんざい

育成
いくせい

事業
じぎょう

のうち介護
かいご

雇用
こよう

プログラム
ぷ ろ ぐ ら む

の実施
じっし

等
とう

に充
あ

てるた

め、同事業
どうじぎょう

の基礎
き そ

部分
ぶぶん

（375億
おく

円
えん

）として、有効
ゆうこう

求職者数
きゅうしょくしゃすう

に応
おう

じて一
いち

定額
ていがく

を交
こう

付
ふ

する。 

Ⅰグループ
ぐ る ー ぷ

：一律
いちりつ

15億
おく

円
えん

（雇用
こよう

数
すう

600人
にん

相当
そうとう

／１県
けん

あたり） 

Ⅱグループ
ぐ る ー ぷ

：一律
いちりつ

10億
おく

円
えん

（ 同
どう

 400人
にん

相当
そうとう

／１県
けん

あたり） 

Ⅲグループ
ぐ る ー ぷ

：一律
いちりつ

 ５億
おく

円
えん

（ 同
どう

 200人
にん

相当
そうとう

／１県
けん

あたり） 

合
ごう

 計
けい

 ：  375億
おく

円
えん

    1.5万人
ばんにん

 

  

※ 当該
とうがい

基金
ききん

事業
じぎょう

の要件
ようけん

として、事業費
じぎょうひ

に占
し

める人件費
じんけんひ

割合
わりあい

は１／２

以上
いじょう

とする。 

 

【現在
げんざい

の制度
せいど

の考
かんが

え方
かた

・その他
た

留意
りゅうい

すべき事項
じこう

】 

（研修
けんしゅう

・人材
じんざい

育成
いくせい

） 

○ 平成
へいせい

20年
ねん

12月
がつ

に取
と

りまとめられた社会
しゃかい

保障審
ほしょうしん

議会
ぎかい

障害者
しょうがいしゃ

部会
ぶかい

の報告
ほうこく

に

おいては、 

・  労働
ろうどう

環境
かんきょう

の整備
せいび

の 推進
すいしん

や、キャリアパス
き ゃ り あ ぱ す

に 対応
たいおう

した 研修
けんしゅう

体系
たいけい

等
とう

キャリアアップ
き ゃ り あ あ っ ぷ

の仕組
し く

みの構築
こうちく

、福祉
ふくし

・介護
かいご

サービス
さ ー び す

の周知
しゅうち

・理解
りかい

、潜在的
せんざいてき

有
ゆう

資格者
しかくしゃ

等
とう

の参入
さんにゅう

の促進
そくしん

、多様
たよう

な人材
じんざい

の参入
さんにゅう

・参画
さんかく

の促進
そくしん

等
とう

のための

取組
とりくみ

を進
すす

めていくべきである 

・ キャリア
き ゃ り あ

と能力
のうりょく

に見合
み あ

う給不
きゅうよ

体系
たいけい

、適切
てきせつ

な給不
きゅうよ

水準
すいじゅん

を確保
かくほ

するために、

適切
てきせつ

な報酬
ほうしゅう

を設定
せってい

すべきである 
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とされている。 

 

○ 福祉
ふくし

・介護
かいご

職員
しょくいん

の処遇
しょぐう

改善
かいぜん

について、長妻
ながつま

厚生
こうせい

労働
ろうどう

大臣
だいじん

は、平成
へいせい

22年
ねん

３月
がつ

19日
にち

の参議院
さんぎいん

厚生
こうせい

労働
ろうどう

委員会
いいんかい

委嘱
いしょく

審査
しんさ

において、「４万
まん

円
えん

の賃金
ちんぎん

の引上
ひきあ

げの実現
じつげん

に取
と

り組
く

んでいきたい」との答弁
とうべん

を行
おこな

っている。 
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【分野
ぶんや

・項目
こうもく

・論点
ろんてん

】 

Ｉ－１ 介護
かいご

保険
ほけん

との問題
もんだい

 

 １）国
くに

と「自立
じりつ

支援法
しえんほう

」訴訟団
そしょうだん

との「基本
きほん

合意
ごうい

文書
ぶんしょ

」の中
なか

では「新
あら

たな福祉
ふくし

制度
せいど

の構築
こうちく

に当
あ

たっては、現行
げんこう

の介護
かいご

保険
ほけん

との統合
とうごう

は前提
ぜんてい

とせず」と明記
めいき

され

ている。この点
てん

から、検討
けんとう

すべき論点
ろんてん

としてはどのようなことがあるか？ 

 ２）現行
げんこう

「自立
じりつ

支援法
しえんほう

」第
だい

７条
じょう

では「介護
かいご

保険
ほけん

優先
ゆうせん

」の原則
げんそく

がうたわれてい

る。介護
かいご

保険
ほけん

対象
たいしょう

となった際
さい

に、「自立
じりつ

支援法
しえんほう

」のサービス
さ ー び す

が利用
りよう

できなくな

ったり、サービス
さ ー び す

の量
りょう

・種類
しゅるい

が削
けず

られたりする事例
じれい

が生
しょう

じている。こうした

事態
じたい

を避
さ

けるためには、どのような制度
せいど

とすることが必要
ひつよう

と考
かんが

えるか？ 

 

【現在
げんざい

の制度
せいど

の状況
じょうきょう

】 

（障害者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

第
だい

７条
じょう

の規定
きてい

） 

○ 障害者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

第
だい

７条
じょう

は、障害者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

のサービス
さ ー び す

（自立
じりつ

支援
しえん

給付
きゅうふ

）

と介護
かいご

保険
ほけん

等
とう

他
ほか

の法令
ほうれい

に基
もと

づく給付
きゅうふ

との調整
ちょうせい

に係
かかわ

る規定
きてい

である。 

 

【参考
さんこう

】障害者
しょうがいしゃ

自立
じ り つ

支援法
しえんほう

（平成
へいせい

17年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

123号
ごう

）（抄
しょう

） 

 （他
ほか

の法令
ほうれい

による給付
きゅうふ

との調整
ちょうせい

） 

第
だい

７条
じょう

 自立
じ り つ

支援
し え ん

給付
きゅうふ

は、当該
とうがい

障害
しょうがい

の状態
じょうたい

につき、介護
か い ご

保険法
ほけんほう

の規定
き て い

による介護
か い ご

給付
きゅうふ

、

健康保険法
けんこうほけんほう

の規定
き て い

による療養
りょうよう

の給付
きゅうふ

その他
ほか

の法令
ほうれい

に基
もと

づく給付
きゅうふ

であって政令
せいれい

で定
さだ

めるものの

うち自立
じ り つ

支援
し え ん

給付
きゅうふ

に相当
そうとう

するものを受
う

けることができるときは政令
せいれい

で定
さだ

める限度
げ ん ど

において、

当該政令
とうがいせいれい

で定
さだ

める給付
きゅうふ

以外
い が い

の給付
きゅうふ

であって国
くに

又
また

は地方
ち ほ う

公共
こうきょう

団体
だんたい

の負担
ふ た ん

において自立
じ り つ

支援
し え ん

給付
きゅうふ

に相当
そうとう

するものが行
おこな

われたときはその限度
げ ん ど

において、行
おこな

わない。 

 

（自立
じりつ

支援
しえん

給付
きゅうふ

と介護
かいご

保険
ほけん

制度
せいど

との適用
てきよう

関係
かんけい

） 

○ 介護
かいご

給付費
きゅうふひ

等
とう

と介護
かいご

保険
ほけん

制度
せいど

との適用
てきよう

関係
かんけい

については、 

 ・ サービス
さ ー び す

内容
ないよう

や機能
きのう

から、障害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

に相当
そうとう

する介護
かいご

保険
ほけん

サービス
さ ー び す

がある場合
ばあい

には、基本的
きほんてき

には、この介護
かいご

保険
ほけん

サービス
さ ー び す

に係
かかわ

る保険
ほけん

給付
きゅうふ

を優先
ゆうせん

して受
う

けることとなる。 

 ・ ただし、サービス
さ ー び す

内容
ないよう

や機能
きのう

から、介護
かいご

保険
ほけん

サービス
さ ー び す

に相当
そうとう

するものがな

い障害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

固有
こゆう

のものと認
みと

められるもの（行動
こうどう

援護
えんご

、自立
じりつ

訓練
くんれん
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（生活
せいかつ

訓練
くんれん

）、就労
しゅうろう

移行
いこう

支援
しえん

、就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
しえん

等
とう

）を利用
りよう

する場合
ばあい

や、市町村
しちょうそん

が適当
てきとう

と認
みと

める支給量
しきゅうりょう

が介護
かいご

保険
ほけん

サービス
さ ー び す

のみによって確保
かくほ

することがで

きないと認
みと

められる場合
ばあい

等
とう

については、介護
かいご

給付費
きゅうふひ

等
とう

を支給
しきゅう

することができ

る。 

 ・ このように、障害者
しょうがいしゃ

の心身
しんしん

の状況
じょうきょう

等
とう

により、個別
こべつ

にさまざまなケース
け ー す

が考
かんが

えられることから、一律
いちりつ

に介護
かいご

保険
ほけん

サービス
さ ー び す

を優先
ゆうせん

するのではなく、個別
こべつ

に

判断
はんだん

することとしている。 

また、平成
へいせい

22年
ねん

２月
がつ

４日付
にちづ

けの事務
じ む

連絡
れんらく

において、市町村
しちょうそん

に対
たい

して、

以下
い か

のとおり技術的
ぎじゅつてき

助言
じょげん

を行
おこな

っている。 

 ・ 障害者
しょうがいしゃ

の中
なか

には、ＡＬＳ（筋
きん

委
い

縮
しゅく

性
せい

側索
そくさく

硬化症
こうかしょう

）や全身性
ぜんしんせい

障害
しょうがい

など

で介護
かいご

保険
ほけん

制度
せいど

が想定
そうてい

する加齢
かれい

に伴
ともな

う障害
しょうがい

を超
こ

える重度
じゅうど

の障害
しょうがい

をお持
も

ちの方々
かたがた

もいらっしゃいますので、このような方々
かたがた

が十分
じゅうぶん

なサービス
さ ー び す

を受
う

けられるよう、利用
りよう

される方々
かたがた

の意向
いこう

を丁寧
ていねい

にお伺
うかが

いするなど個々
こ こ

の

実態
じったい

を十分
じゅうぶん

に把握
はあく

した上
うえ

で、「障害者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

に基
もと

づく自立
じりつ

支援
しえん

給付
きゅうふ

と介護
かいご

保険
ほけん

制度
せいど

との適用
てきよう

関係
かんけい

等
とう

について」（平成
へいせい

19年
ねん

３月
がつ

28日
にち

障企発
しょうきはつ

第
だい

0328002号
ごう

・ 障 障 発
しょうしょうはつ

第
だい

0328002号
ごう

）を踏
ふ

まえて、介護
かいご

保険法
ほけんほう

による

サービス
さ ー び す

の支給量
しきゅうりょう

・内容
ないよう

では十分
じゅうぶん

なサービス
さ ー び す

が受
う

けられない場合
ばあい

には、

障害者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

においてその支給量
しきゅうりょう

・内容
ないよう

に上乗
うわの

せしてサービス
さ ー び す

を受
う

けられるようにするなど、適切
てきせつ

な運用
うんよう

をお願
ねが

いいたします。 

 

○ 補
ほ

装具
そうぐ

費
ひ

と介護
かいご

保険
ほけん

制度
せいど

との適用
てきよう

関係
かんけい

については、 

 ・ 介護
かいご

保険
ほけん

で貸不
たいよ

される福祉
ふくし

用具
ようぐ

としては、補
ほ

装具
そうぐ

と同様
どうよう

の品目
ひんもく

（車
くるま

いす、

歩行器
ほこうき

、歩行
ほこう

補助
ほじょ

つえ）が含
ふく

まれているところであり、これらの品目
ひんもく

は介護
かいご

保険法
ほけんほう

に規定
きてい

する保険
ほけん

給付
きゅうふ

（既製品
きせいひん

の貸不
たいよ

）を優先
ゆうせん

して受
う

けることとなる。 

 ・ ただし、介護
かいご

保険
ほけん

で貸不
たいよ

されない福祉
ふくし

用具
ようぐ

（義肢
ぎ し

、装具
そうぐ

、補聴器
ほちょうき

等
とう

）を必要
ひつよう

とする場合
ばあい

や、介護
かいご

保険
ほけん

で貸不
たいよ

される福祉
ふくし

用具
ようぐ

であっても、医師
い し

や身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

更生
こうせい

相談所
そうだんじょ

等
とう

により障害者
しょうがいしゃ

の身体
しんたい

状況
じょうきょう

に個別
こべつ

に対応
たいおう

すること

が必要
ひつよう

と判断
はんだん

される場合
ばあい

（オーダーメイド
お ー だ ー め い ど

の車
くるま

いすが必要
ひつよう

な場合
ばあい

等
とう

）は、補
ほ

装具費
そうぐひ

を支給
しきゅう

することができる。 
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【現在
げんざい

の制度
せいど

の考
かんが

え方
かた

・その他
た

留意
りゅうい

すべき事項
じこう

】 

○ 障害者
しょうがいしゃ

についても、他
ほか

の国民
こくみん

と同様
どうよう

、40歳
さい

以上
いじょう

になれば介護
かいご

保険料
ほけんりょう

を

支払
しはら

っていただくとともに、サービス
さ ー び す

の利用
りよう

に当
あ

たっては、現在
げんざい

の社会
しゃかい

保障
ほしょう

制度
せいど

の原則
げんそく

である保険
ほけん

優先
ゆうせん

の考
かんが

えのもと、まずは介護
かいご

保険
ほけん

制度
せいど

に基
もと

づく介護
かいご

保険
ほけん

サービス
さ ー び す

を利用
りよう

することとなっている。 

 

○ ただし、介護
かいご

保険
ほけん

制度
せいど

にないサービス
さ ー び す

を利用
りよう

する場合
ばあい

など、介護
かいご

保険
ほけん

制度
せいど

では

十分
じゅうぶん

なサービス
さ ー び す

を受
う

けられない場合
ばあい

には、障害者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

に基
もと

づく給付
きゅうふ

を

受
う

けられるようになっているところである。 

 

○ 「障害者
しょうがいしゃ

総合
そうごう

福祉法
ふくしほう

」（仮称
かしょう

）に基
もと

づく給付
きゅうふ

と介護
かいご

保険
ほけん

制度
せいど

との関係
かんけい

につ

いては、介護
かいご

保険
ほけん

制度
せいど

における負担
ふたん

と給付
きゅうふ

の考
かんが

え方
かた

や、障害者
しょうがいしゃ

とそれ以外
いがい

の者
もの

との公平性
こうへいせい

、給付
きゅうふ

に係
かかわ

る財源
ざいげん

のあり方
かた

などにかかわるため、介護
かいご

保険
ほけん

制度
せいど

の

あり方
かた

も含
ふく

めた総合的
そうごうてき

な検討
けんとう

が必要
ひつよう

である。 

 

○ また、平成
へいせい

20年
ねん

12月
がつ

にまとめられた社会
しゃかい

保障審
ほしょうしん

議会
ぎかい

障害者
しょうがいしゃ

部会
ぶかい

の報告
ほうこく

においては、介護
かいご

保険
ほけん

制度
せいど

との関係
かんけい

について、 

・ 介護
かいご

保険
ほけん

の被
ひ

保険者
ほけんしゃ

・受給者
じゅきゅうしゃ

の範囲
はんい

の見直
みなお

しについては国民的
こくみんてき

な合意
ごうい

形成
けいせい

が必要
ひつよう

である。障害者
しょうがいしゃ

施策
しさく

として必要
ひつよう

な対策
たいさく

については、この議論
ぎろん

に

かかわらず、進
すす

めていくべきである 

とされている。 

 

 



３１ 

 

 

【分野
ぶんや

・項目
こうもく

・論点
ろんてん

】 

Ｉ－２ 現行
げんこう

の特別
とくべつ

対策
たいさく

等
とう

 

 １）臨時
りんじ

特例
とくれい

交付
こうふ

金
きん

による特別
とくべつ

対策
たいさく

事業
じぎょう

についての評価
ひょうか

はどうか？また、

この中
なか

で、「特別
とくべつ

対策
たいさく

」から正規
せいき

の制度
せいど

に組
く

み入
い

れる必要
ひつよう

があるものはある

か？ 

 ２）また、特例
とくれい

交付
こうふ

金
きん

の延長
えんちょう

は必要
ひつよう

か？ 

 

【現在
げんざい

の制度
せいど

の状況
じょうきょう

】 

○  障害者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援
しえん

対策
たいさく

臨時
りんじ

特例
とくれい

交付
こうふ

金
きん

による基金
ききん

事業
じぎょう

は、障害者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

の円
えん

滑
かつ

な実施
じっし

を図
はか

るため、新体系
しんたいけい

への円
えん

滑
かつ

な移行
いこう

を促進
そくしん

すること等
とう

を

目的
もくてき

として、平成
へいせい

18年度
ねんど

補正
ほせい

予算
よさん

により各都道府県
かくとどうふけん

に創設
そうせつ

したところ。 

【補正
ほせい

予算
よさん

額
がく

960億
おく

円
えん

】 

・ 事業
じぎょう

運営
うんえい

の安定化
あんていか

（９割
わり

保障
ほしょう

） 

・ 送迎
そうげい

サービス
さ ー び す

費用
ひよう

の助成
じょせい

 

・ 新体
しんたい

系
けい

サービス
さ ー び す

で必要
ひつよう

となる改修
かいしゅう

・増築
ぞうちく

等
とう

の費用
ひよう

の助成
じょせい

 

 

○ 平成
へいせい

20年度
ねんど

補正
ほせい

予算
よさん

においては、事業所
じぎょうしょ

支援
しえん

及
およ

び新法
しんぽう

移行
いこう

支援
しえん

等
とう

の観点
かんてん

から、基金
ききん

の延長
えんちょう

及
およ

び積増
つみま

しの措置
そ ち

を講
こう

じたところ。 

 【補正
ほせい

予算
よさん

額
がく

650億
おく

円
えん

】 

  ・ 基金
ききん

の延長
えんちょう

（平成
へいせい

23年度
ねんど

まで延長
えんちょう

）及
およ

び積増
つみま

し 

  ・ 事業
じぎょう

の拡
かく

大
だい

 

 

○ 平成
へいせい

21年度
ねんど

補正
ほせい

予算
よさん

においては、更
さら

なる基金
ききん

の積増
つみま

しを行
おこな

い、福祉
ふくし

・介護
かいご

人材
じんざい

の処遇
しょぐう

改善
かいぜん

等
とう

を図
はか

り、障害者
しょうがいしゃ

の自立
じりつ

支援
しえん

を推進
すいしん

することとしたところ。 

 【補正
ほせい

予算
よさん

額
がく

1,425億
おく

円
えん

】 

  ・ 福祉
ふくし

・介護
かいご

人材
じんざい

の処遇
しょぐう

改善
かいぜん

 

  ・ 基盤
きばん

整備
せいび

の拡充
かくじゅう

（大規模
だいきぼ

生産
せいさん

設備
せつび

等
とう

） 

  ・ 新体
しんたい

系
けい

移行
いこう

時
じ

の従前
じゅうぜん

額
がく

保障
ほしょう
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〔事業例
じぎょうれい

〕 

事業者
じぎょうしゃ

に対
たい

する運営
うんえい

の安定化
あんていか

等
とう

を図
はか

る措置
そ ち

 

■事業
じぎょう

運営
うんえい

安定化
あんていか

事業
じぎょう

（新体
しんたい

系
けい

移行後
いこうご

の事業
じぎょう

運営
うんえい

の安定化
あんていか

） 

■通所
つうしょ

サービス
さ ー び す

等
とう

利用
りよう

促進
そくしん

事業
じぎょう

（送迎
そうげい

サービス
さ ー び す

費用
ひよう

の助成
じょせい

） 等
とう

 

新法
しんぽう

への移行
いこう

等
とう

のための円
えん

滑
かつ

な実施
じっし

を図
はか

る措置
そ ち

 

■小規模
しょうきぼ

作業所
さぎょうじょ

緊急
きんきゅう

支援
しえん

事業
じぎょう

（直
ただ

ちに移行
いこう

できない作業所
さぎょうじょ

への財政
ざいせい

支援
しえん

（年間
ねんかん

１１０万
まん

円
えん

）） 

■障害者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援
しえん

基盤
きばん

整備
せいび

事業
じぎょう

（新体
しんたい

系
けい

サービス
さ ー び す

で必要
ひつよう

となる改修
かいしゅう

・

増築
ぞうちく

等
とう

の費用
ひよう

の助成
じょせい

） 

■障害者
しょうがいしゃ

地域
ちいき

移行
いこう

体制
たいせい

強化
きょうか

事業
じぎょう

 

・障害者
しょうがいしゃ

地域
ちいき

移行
いこう

促進
そくしん

強化
きょうか

事業
じぎょう

（地域
ちいき

生活
せいかつ

への移行
いこう

に関
かん

し指導的
しどうてき

役割
やくわり

を担
にな

う人材
じんざい

養成
ようせい

や地域
ちいき

住民
じゅうみん

への説明会
せつめいかい

等
とう

を実施
じっし

） 

・ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ･ｹｱﾎｰﾑへの移行
いこう

促進
そくしん

事業
じぎょう

（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ等
とう

の借
か

り上
あ

げに係
かかわ

る

敷金
しききん

・礼金
れいきん

に対
たい

する助成
じょせい

） 

・精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の家族
かぞく

に対
たい

する支援
しえん

事業
じぎょう

（精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

等
とう

の当事者
とうじしゃ

の

家族
かぞく

の交流
こうりゅう

活動
かつどう

等
とう

への助成
じょせい

） 等
とう

 

■一般
いっぱん

就労
しゅうろう

移行
いこう

等
とう

促進
そくしん

事業
じぎょう

 

・職場
しょくば

実習
じっしゅう

・職場
しょくば

見学
けんがく

促進
そくしん

事業
じぎょう

（就労
しゅうろう

移行
いこう

支援
しえん

事業者
じぎょうしゃ

等
とう

から職場
しょくば

実習
じっしゅう

を受
う

け入
い

れる企業
きぎょう

について、受入
うけいれ

のための設備
せつび

更新
こうしん

等
とう

を助成
じょせい

） 

・就労
しゅうろう

支援
しえん

ﾈｯﾄﾜｰｸ強化
きょうか

・充実
じゅうじつ

事業
じぎょう

（地域
ちいき

で就労
しゅうろう

支援
しえん

ﾈｯﾄﾜｰｸを構築
こうちく

する

ためのﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ開設
かいせつ

や研修会
けんしゅうかい

開催
かいさい

等
とう

に助成
じょせい

） 等
とう

 

福祉
ふくし

・介護
かいご

人材
じんざい

の処遇
しょぐう

改善
かいぜん

を図
はか

る措置
そ ち

 

■福祉
ふくし

・介護
かいご

人材
じんざい

の処遇
しょぐう

改善
かいぜん

事業
じぎょう

（職員
しょくいん

１人あたり月額
げつがく

1.5万
まん

円
えん

の賃金
ちんぎん

引上
ひきあ

げに相当
そうとう

する額
がく

を処遇
しょぐう

改善
かいぜん

に取
と

り組
く

む事業者
じぎょうしゃ

に助成
じょせい

） 

 

○ 各都道府県
かくとどうふけん

においては、造成
ぞうせい

された基金
ききん

を活用
かつよう

して、平成
へいせい

２３年度
ねんど

末
まつ

まで

基金
ききん

事業
じぎょう

を実施
じっし

することが可能
かのう

となっている。 
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【分野
ぶんや

・項目
こうもく

・論点
ろんてん

】 

Ｉ－２ 現行
げんこう

の特別
とくべつ

対策
たいさく

等
とう

 

 ３）新体系
しんたいけい

への移行
いこう

の期間
きかん

（2012年
ねん

３月
がつ

）をどう考
かんが

えるか？ 

 

【現在
げんざい

の制度
せいど

の状況
じょうきょう

】 

（新体
しんたい

系
けい

サービス
さ ー び す

の理念
りねん

） 

○  新体
しんたい

系
けい

サービス
さ ー び す

は、以下
い か

の考
かんが

え方
かた

により、旧来
きゅうらい

のサービス
さ ー び す

を利用者本
りようしゃほん

位
い

の

サービス
さ ー び す

体系
たいけい

へ再編
さいへん

したものである。 

① ３障害
しょうがい

一元化
いちげんか

 

身体
しんたい

、知的
ちてき

、精神
せいしん

障害
しょうがい

者
しゃ

たてわりのサービス
さ ー び す

（精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

は支援費
しえんひ

制度
せいど

の対象外
たいしょうがい

）ではなく、３障害
しょうがい

の制度
せいど

格差
かくさ

を解
かい

消
しょう

し、障害
しょうがい

の種別
しゅべつ

を問
と

わず

利用
りよう

可能
かのう

とした。また、重複
じゅうふく

障害者
しょうがいしゃ

なども総合的
そうごうてき

かつ効率的
こうりつてき

なサービス
さ ー び す

を

受
う

けられることとした。 

  

② 昼夜
ちゅうや

分離
ぶんり

 

24時間
じかん

同一
どういつ

施設
しせつ

での生活
せいかつ

から、日中
にっちゅう

活動
かつどう

と居住
きょじゅう

に係
かかわ

るサービス
さ ー び す

の分離
ぶんり

により、複数
ふくすう

のサービス
さ ー び す

と組
く

み合
あ

わせることを可能
かのう

とすることで、「障害者
しょうがいしゃ

の選択
せんたく

に基
もと

づく多様
たよう

なライフスタイル
ら い ふ す た い る

」の実現
じつげん

を目指
め ざ

している。 

 

③ 地域
ちいき

移行
いこう

 

施設
しせつ

中心
ちゅうしん

の処遇
しょぐう

により、障害者
しょうがいしゃ

が地域
ちいき

で自立
じりつ

するためのサービス
さ ー び す

が

丌十分
ふじゅうぶん

であったことから、地域
ちいき

生活
せいかつ

支援
しえん

や就労
しゅうろう

支援
しえん

といった地域
ちいき

で生活
せいかつ

し

ていくために必要
ひつよう

なサービス
さ ー び す

を創設
そうせつ

した。 

 

④ サービス
さ ー び す

名称
めいしょう

 

「更生
こうせい

」、「授産
じゅさん

」などの国民
こくみん

にわかりにくいサービス
さ ー び す

名称
めいしょう

から、「介護
かいご

」、

「訓練
くんれん

」、「就労
しゅうろう

支援
しえん

」といった国民
こくみん

にわかりやすいサービス
さ ー び す

名称
めいしょう

に変更
へんこう

した。 
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○ なお、新体
しんたい

系
けい

サービス
さ ー び す

に移行
いこう

する以前
いぜん

からその施設
しせつ

に入所
にゅうしょ

している方
かた

につい

ては、新体
しんたい

系
けい

サービス
さ ー び す

移行後
いこうご

においても引
ひ

き続
つづ

き入所
にゅうしょ

を可能
かのう

としており、

新体系
しんたいけい

への移行
いこう

により、利用者
りようしゃ

が施設
しせつ

から出
で

て行
い

かなければならないというこ

とはない。 

 

（経過
けいか

措置
そ ち

期間
きかん

） 

○ 障害者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

の附則
ふそく

において、旧体系
きゅうたいけい

サービス
さ ー び す

事業所
じぎょうしょ

がなお従前
じゅうぜん

の

とおり運営
うんえい

ができる期間
きかん

を「平成
へいせい

24年
ねん

３月
がつ

31日
にち

までの日
ひ

で政令
せいれい

で定
さだ

める日
ひ

」

の前日
ぜんじつ

までと規定
きてい

されており、それまでに新体
しんたい

系
けい

サービス
さ ー び す

に移行
いこう

する必要
ひつよう

が

ある。 

 

（新体
しんたい

系
けい

サービス
さ ー び す

への移行
いこう

状況
じょうきょう

） 

○ 新体
しんたい

系
けい

サービス
さ ー び す

への移行率
いこうりつ

は平成
へいせい

22年
ねん

４月
がつ

１日
にち

現在
げんざい

で 54.2％であり、

前回
ぜんかい

調査
ちょうさ

（平成
へいせい

21年
ねん

10月
がつ

１日
にち

現在
げんざい

）からプラス
ぷ ら す

8.8ポイント
ぽ い ん と

上昇
じょうしょう

しており、

新体
しんたい

系
けい

移行
いこう

は着実
ちゃくじつ

に進展
しんてん

している。 

 

【参考
さんこう

】障害
しょうがい

種別
しゅべつ

の移行率
いこうりつ

  （H21.10.1現在
げんざい

） （H22.4.1現在
げんざい

） 

・身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

更生
こうせい

援護
えんご

施設
しせつ

   50.6％  →  61.0％（＋10.4％） 

・知的
ちてき

障害者
しょうがいしゃ

援護
えんご

施設
しせつ

       42.6％  →  51.1％（＋ 8.5％） 

・精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

社会
しゃかい

復帰
ふっき

施設
しせつ

   50.9％  →  58.5％（＋ 7.6％） 

（全
ぜん

 体
からだ

）         45.4％  →  54.2％（＋ 8.8％） 

 

○ 未
いま

だ新体系
しんたいけい

に移行
いこう

していない旧体系
きゅうたいけい

事業所
じぎょうしょ

（2,262 か所
しょ

）のうち、約
やく

74％

に当
あ

たる 1,663事業所
じぎょうしょ

が、すでに具体的
ぐたいてき

な移行
いこう

時期
じ き

を決
き

めている（平成
へいせい

22年
ねん

４

月
がつ

アンケート
あ ん け ー と

調査
ちょうさ

結果
けっか

）。 

 

 

（新体
しんたい

系
けい

サービス
さ ー び す

への移行
いこう

支援
しえん

策
さく

） 

○  平成
へいせい

21年
ねん

４月
がつ

の報酬
ほうしゅう

改定
かいてい

において、新体
しんたい

系
けい

サービス
さ ー び す

につき、手厚
てあつ

い

サービス
さ ー び す

を提
てい

供
きょう

した際
さい

などに、きめ細
こま

かな加算
かさん

を設
もう

ける等
とう

、報酬
ほうしゅう

の充実
じゅうじつ

を図
はか

ることにより、新体
しんたい

系
けい

サービス
さ ー び す

への移行
いこう

の支援
しえん

を行
おこな

っている。また、障害者
しょうがいしゃ



３５ 

 

自立
じりつ

支援
しえん

対策
たいさく

臨時
りんじ

特例
とくれい

交付
こうふ

金
きん

（基金
ききん

事業
じぎょう

）により、新体系
しんたいけい

への円
えん

滑
かつ

な移行
いこう

の

促進
そくしん

を図
はか

ることを目的
もくてき

として助成
じょせい

を行
おこな

っている。 

① 報酬
ほうしゅう

 

・ 重度
じゅうど

障害者
しょうがいしゃ

支援
しえん

加算
かさん

（Ⅰ）（対象
たいしょう

：短期
たんき

入所
にゅうしょ

・施設
しせつ

入所
にゅうしょ

支援
しえん

） 

医師
い し

意見書
いけんしょ

により特別
とくべつ

な医療
いりょう

が必要
ひつよう

であるとされる者
もの

が利用者
りようしゃ

の数
かず

の合
ごう

計数
けいすう

の 100分
ぷん

の 20以上
いじょう

であって、重度
じゅうど

障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する手厚
てあつ

い支援
しえん

体制
たいせい

がとられている場合
ばあい

に加算
かさん

を行
おこな

う。 

また、区分
くぶん

６に該当
がいとう

し、かつ、気管
きかん

切開
せっかい

を伴
ともな

う人工
じんこう

呼吸器
こきゅうき

による呼吸
こきゅう

管理
かんり

が必要
ひつよう

な者
もの

又
また

は重症
じゅうしょう

心身
しんしん

障害者
しょうがいしゃ

が２人
にん

以上
いじょう

利用
りよう

している場合
ばあい

、さ

らに加算
かさん

を行
おこな

う。 

 

・ 重度
じゅうど

障害者
しょうがいしゃ

支援
しえん

加算
かさん

（Ⅱ）（対象
たいしょう

：短期
たんき

入所
にゅうしょ

・施設
しせつ

入所
にゅうしょ

支援
しえん

） 

重度
じゅうど

障害者
しょうがいしゃ

に対
たい

する手厚
てあつ

い支援
しえん

体制
たいせい

のもと、行動
こうどう

障害
しょうがい

の軽減
けいげん

を

目的
もくてき

として、各種
かくしゅ

の支援
しえん

・訓練
くんれん

を行
おこな

った場合
ばあい

に加算
かさん

を行
おこな

う。 

さらに、重度
じゅうど

の行動
こうどう

障害
しょうがい

を有
ゆう

する者
もの

が、入所
にゅうしょ

の初期
しょき

段階
だんかい

において、

環境
かんきょう

の変化
へんか

等
とう

に適応
てきおう

するため特
とく

に手厚
てあつ

い支援
しえん

を要
よう

することから加算
かさん

を行
おこな

う。 

 

・ 重度者
じゅうどしゃ

支援
しえん

体制
たいせい

加算
かさん

（対象
たいしょう

：就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
しえん

） 

前年度
ぜんねんど

における障害
しょうがい

基礎
き そ

年金
ねんきん

１級
きゅう

を受
じゅ

給
きゅう

する利用者
りようしゃ

の数
かず

が、当該
とうがい

年度
ねんど

における指定
してい

就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
しえん

Ａ型
がた

及
およ

び B型
がた

事業所
じぎょうしょ

の利用者
りようしゃ

の数
かず

の 100分
ぷん

の 50以上
いじょう

である場合
ばあい

に加算
かさん

を行
おこな

う。 

 

・ 医療
いりょう

連携
れんけい

体制
たいせい

加算
かさん

（対象
たいしょう

：児童
じどう

デイサービス
で い さ ー び す

・短期
たんき

入所
にゅうしょ

・自立
じりつ

訓練
くんれん

（ 生活
せいかつ

訓練
くんれん

）・ 就労
しゅうろう

移行
いこう

支援
しえん

・ 就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
しえん

・グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

・

ケアホーム
け あ ほ ー む

） 

医療
いりょう

機関
きかん

等
とう

との連携
れんけい

により、看護
かんご

職員
しょくいん

を障害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

事業所
じぎょうしょ

に

訪問
ほうもん

させ、当該
とうがい

看護
かんご

職員
しょくいん

が利用者
りようしゃ

に対
たい

して看護
かんご

を行
おこな

った場合
ばあい

に加算
かさん

を行
おこな

う。 
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・ 土日
どにち

等
とう

日中
にっちゅう

支援
しえん

加算
かさん

（対象
たいしょう

：施設
しせつ

入所
にゅうしょ

支援
しえん

） 

土曜日
どようび

、日曜日
にちようび

等
とう

であって、日中
にっちゅう

活動
かつどう

サービス
さ ー び す

に係
かかわ

るサービス費
さ ー び す ひ

が算定
さんてい

されない日
ひ

において、又
また

は、利用者
りようしゃ

が現
げん

に入所
にゅうしょ

している指定
してい

障害者
しょうがいしゃ

支援
しえん

施設
しせつ

等
とう

において実施
じっし

されている 日中
にっちゅう

活動
かつどう

サービス
さ ー び す

以外
いがい

の日中
にっちゅう

活動
かつどう

サービス
さ ー び す

を利用
りよう

している場合
ばあい

において、心身
しんしん

の状況
じょうきょう

等
とう

により当該
とうがい

日中
にっちゅう

活動
かつどう

サービス
さ ー び す

が利用
りよう

できない日
ひ

において、昼間
ひるま

の時間帯
じかんたい

における介護
かいご

、

介助
かいじょ

及
およ

び見守
みまも

り等
とう

の支援
しえん

を行
おこな

った場合
ばあい

に加算
かさん

を行
おこな

う。 

 

・ 手厚
てあつ

い就労
しゅうろう

支援
しえん

体制
たいせい

（職員
しょくいん

配置
はいち

）を基本
きほん

報酬
ほうしゅう

により評価
ひょうか

（対象
たいしょう

：就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
しえん

） 

当該
とうがい

指定
してい

就労
しゅうろう

継続
けいぞく

支援
しえん

事業所
じぎょうしょ

ごとに置
お

くべき職業
しょくぎょう

指導員
しどういん

及
およ

び生活
せいかつ

支援員
しえんいん

の総数
そうすう

が、常勤
じょうきん

換算
かんさん

方法
ほうほう

で、前年度
ぜんねんど

の利用者
りようしゃ

の数
かず

の平均値
へいきんち

を 7.5

で除
じょ

して得
え

た数
かず

以上
いじょう

である場合
ばあい

に基本
きほん

報酬
ほうしゅう

を高
たか

く設定
せってい

する。 

 

 

② 収入
しゅうにゅう

の従前
じゅうぜん

額
がく

保障
ほしょう

 

基金
ききん

事業
じぎょう

による「移行
いこう

時運営
じうんえい

安定化
あんていか

事業
じぎょう

」及
およ

び「事業
じぎょう

運営
うんえい

安定化
あんていか

事業
じぎょう

」

において、新体系
しんたいけい

に移行
いこう

した後
あと

、想定
そうてい

より利用者数
りようしゃすう

が確保
かくほ

できなかったこ

と等
とう

により、収入
しゅうにゅう

が減尐
げんしょう

した場合
ばあい

に、移行前
いこうまえ

の報酬
ほうしゅう

水準
すいじゅん

との差額
さがく

の助成
じょせい

を

行
おこな

っている。 

※ 平成
へいせい

21年度
ねんど

補正
ほせい

予算
よさん

において、基金
ききん

を 355億
おく

円
えん

積増
つみま

し（なお、その中
なか

に基盤
きばん

整備分
せいびぶん

を含
ふく

む。）。 

③ その他
た

 

・ 障害者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援
しえん

基盤
きばん

整備
せいび

事業
じぎょう

 

基金
ききん

事業
じぎょう

による「障害者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援
しえん

基盤
きばん

整備
せいび

事業
じぎょう

」において、新体
しんたい

系
けい

サービス
さ ー び す

で必要
ひつよう

となる改修
かいしゅう

・増築
ぞうちく

工事費
こうじひ

や生産
せいさん

設備費
せつびひ

等
とう

の助成
じょせい

を行
おこな

っ

ている。 

※ 助成
じょせい

額
がく

：2,000万
まん

円
えん

以内
いない

（１施設
しせつ

当
あ

たり） 

 

・ 新事業
しんじぎょう

移行
いこう

促進
そくしん

事業
じぎょう

 

基金
ききん

事業
じぎょう

による「新事業
しんじぎょう

移行
いこう

促進
そくしん

事業
じぎょう

」において、新体
しんたい

系
けい

サービス
さ ー び す

へ
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の移行
いこう

に伴
ともな

うコスト
こ す と

の増加
ぞうか

等
とう

を踏
ふ

まえて、移行
いこう

した月
つき

に限
かぎ

り、利用者数
りようしゃすう

に

応
おう

じた額
がく

の助成
じょせい

を行
おこな

っている。 

※ 新事業
しんじぎょう

移行
いこう

促進
そくしん

事業
じぎょう

の補助
ほじょ

単価
たんか

（施設
しせつ

入所
にゅうしょ

支援
しえん

の場合
ばあい

） 

利用者
りようしゃ

１人当
あ

たり 5,700円
えん

 

 

（新体
しんたい

系
けい

サービス
さ ー び す

事業所
じぎょうしょ

の経営
けいえい

状況
じょうきょう

について） 

○ 旧体系
きゅうたいけい

サービス
さ ー び す

事業所
じぎょうしょ

と比
くら

べ新体
しんたい

系
けい

サービス
さ ー び す

事業所
じぎょうしょ

の方
ほう

が、収支差率
しゅうしさりつ

（事業
じぎょう

支出
ししゅつ

に対
たい

する報酬
ほうしゅう

等
とう

事業
じぎょう

収入
しゅうにゅう

と事業
じぎょう

支出
ししゅつ

の差額
さがく

の割合
わりあい

）の高
たか

い

位置
い ち

に分布
ぶんぷ

している（平成
へいせい

20年
ねん

経営
けいえい

実態
じったい

調査
ちょうさ

）。 

 

【参考
さんこう

】収支差率
しゅうしさりつ

の分布
ぶんぷ

割合
わりあい

 

収支差率
しゅうしさりつ

 ０％ ＋20％ ＋40％ ＋60％ 

新
しん

 体
たい

 系
けい

 33.0％ 13.1％ 3.1％ 1.0％ 

旧
きゅう

 体
たい

 系
けい

 51.3％ 10.4％ 1.2％ 0.3％ 

 

○ 従
じゅう

前額
ぜんがく

保障
ほしょう

が適用
てきよう

される新体
しんたい

系
けい

サービス
さ ー び す

事業所
じぎょうしょ

の割合
わりあい

は、平成
へいせい

21年
ねん

４

月
がつ

の報酬
ほうしゅう

改定後
かいていご

に減尐
げんしょう

しており、報酬
ほうしゅう

改定
かいてい

により経営
けいえい

状況
じょうきょう

が改善
かいぜん

されてい

ることが伺
うかが

える。 

【参考
さんこう

】従
じゅう

前額
ぜんがく

保障
ほしょう

の対象
たいしょう

となる新体
しんたい

系
けい

サービス
さ ー び す

事業所
じぎょうしょ

の割合
わりあい

 

      （平成
へいせい

21年
ねん

３月
がつ

）  （平成
へいせい

21年
ねん

４月
がつ

） 

         9.1％   →    4.6％   （△4.5％） 

 

【現在
げんざい

の制度
せいど

の考
かんが

え方
かた

・その他
た

留意
りゅうい

すべき事項
じこう

】 

【参考
さんこう

】新体
しんたい

系
けい

移行
いこう

に関
かん

する国会
こっかい

答弁
とうべん

（抜粋
ばっすい

） 

  ○ 衆
しゅう

・予算
よさん

委員会
いいんかい

（平成
へいせい

22年
ねん

２月
がつ

15日
にち

（月
げつ

））において、新体
しんたい

系
けい

移行
いこう

に

ついて問
と

われて、長妻
ながつま

厚生
こうせい

労働
ろうどう

大臣
だいじん

は以下
い か

のとおり答弁
とうべん

をしている。 

・ 「障害者
しょうがいしゃ

の皆様方
みなさまがた

への施策
しさく

というのは、かつて昔
むかし

は措置
そ ち

ということ

でございまして、その後
ご

契約
けいやく

支援費
しえんひ

ということになりましたけれども、

ただその時代
じだい

の障害者
しょうがいしゃ

施設
しせつ

が細
こま

かく分
わ

かれているという、この考
かんが

え方
かた

を

統
とう

合
ごう

しようということで３障害
しょうがい

一元化
いちげんか

とか、昼夜
ちゅうや

分離
ぶんり

とか、いろんな考
かんが

え方
かた

がその後
あと

生
う

まれ、それに徍々
じょくりかえし

に移行
いこう

しているというところで、今
いま

お
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っしゃられるように、まだ移行率
いこうりつ

は半分
はんぶん

ということでございます。これ

について、我々
われわれ

はもちろん推進
すいしん

をする立場
たちば

でございます。」 

・ 「先
さき

ほども申
もう

し上
あ

げましたように、今
いま

の点
てん

については移行
いこう

を我々
われわれ

も後押
あとお

しして進
すす

めていくということであります。そしてもう一
ひと

つの議論
ぎろん

として

は、全体
ぜんたい

のですね、そういう施設
しせつ

の在
あ

り方
かた

、全体
ぜんたい

についても、新
あたら

しい法律
ほうりつ

体系
たいけい

の中
なか

で、見直
みなお

すべきところは見直
みなお

すし、障害者
しょうがいしゃ

の皆
みな

さんのご意見
いけん

を

十分
じゅうぶん

に反映
はんえい

して、それも法案
ほうあん

の中
なか

で位置付
い ち づ

けられるものは位置付
い ち づ

けて

いきたい、こういうことであります。」 

 

○ 施設
しせつ

入所者
にゅうしょしゃ

の地域
ちいき

生活
せいかつ

への移行
いこう

を進
すす

めるためには、入所
にゅうしょ

施設
しせつ

の機能
きのう

が、単
たん

に入所
にゅうしょ

機能
きのう

だけに止
と

まるのではなく、相談
そうだん

支援
しえん

事業
じぎょう

の実施
じっし

、通所
つうしょ

・訪問
ほうもん

サービス
さ ー び す

の提供
ていきょう

、グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

・ケアホーム
け あ ほ ー む

の整備
せいび

、福祉
ふくし

人材
じんざい

の育成
いくせい

などの

機能
きのう

を地域
ちいき

に開
ひら

かれた形
かたち

で併
あわ

せ持
も

つことが重要
じゅうよう

な課題
かだい

である。このため、新体
しんたい

系
けい

移行
いこう

それ自体
じたい

が目的
もくてき

なのではなく、旧体系
きゅうたいけい

の入所
にゅうしょ

施設
しせつ

が新体
しんたい

系
けい

サービス
さ ー び す

に移行
いこう

することにより、入所
にゅうしょ

施設
しせつ

が今後
こんご

地域
ちいき

に開
ひら

かれた形
かたち

で事業
じぎょう

展開
てんかい

されて

いくことが必要
ひつよう

である。 

 

○ 「障害者
しょうがいしゃ

制度
せいど

改革
かいかく

の推進
すいしん

のための基本的
きほんてき

な方向
ほうこう

について」（平成
へいせい

22年
ねん

６月
がつ

29日
にち

閣議
かくぎ

決定
けってい

）において、 

・ 障害者
しょうがいしゃ

があらゆる分野
ぶんや

において社会
しゃかい

から分
わ

け隔
へだ

てられることなく、日常
にちじょう

生活
せいかつ

や社会
しゃかい

生活
せいかつ

を営
いとな

めるよう留意
りゅうい

しつつ、障害者
しょうがいしゃ

が自
みずか

ら選択
せんたく

する地域
ちいき

へ

の移行
いこう

支援
しえん

や移行後
いこうご

の生活
せいかつ

支援
しえん

の充実
じゅうじつ

、及
およ

び平 等
びょうどう

な社会
しゃかい

参加
さんか

を柱
はしら

に据
す

え

た施策
しさく

を展開
てんかい

する  

 とされている。 
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【分野
ぶんや

・項目
こうもく

・論点
ろんてん

】 

Ｉ－３ その他
た

 

１）この法
ほう

による支援
しえん

のための所要
しょよう

額
がく

について後
こう

年度
ねんど

負担
ふたん

も含
ふく

め、推計
すいけい

する

必要
ひつよう

があるのではないか？ 

２）この財源
ざいげん

を安定的
あんていてき

に確保
かくほ

するための方策
ほうさく

と目途
め ど

をどのようにたてていく

べきか？ 

 

【現在
げんざい

の制度
せいど

の状況
じょうきょう

】 

（障害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

等
とう

に係
かかわ

る予算
よさん

） 

○ 障害者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

に基
もと

づく障害者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

（自立
じりつ

支援
しえん

給付費
きゅうふひ

）に係
かかわ

る

国
くに

の予算
よさん

については、近年
きんねん

一般
いっぱん

歳出
さいしゅつ

の伸
の

びが概
おおむ

ね横
よこ

ばいである中
なか

で、利用者
りようしゃ

の増加
ぞうか

とともに、着実
ちゃくじつ

な伸
の

びを確保
かくほ

している。 

 

【障害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

等
とう

の実利用者数
じつりようしゃすう

の推移
すいい

】 

 平成
へいせい

19年
ねん

11月
がつ

  平成
へいせい

20年
ねん

５月
がつ

  平成
へいせい

21年
ねん

５月
がつ

  平成
へいせい

22年
ねん

５月
がつ

 

   44.8万人
まんにん

    46.7万人
まんにん

     50.7万人
まんにん

    55.3万人
まんにん

 

※ 直
ちょく

近
きん

１年間
ねんかん

の伸
の

び率
りつ

       9.1%（直
ちょく

近
きん

の実利用者
じつりようしゃ

：55.3万人
まんにん

） 

  このうち、身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

の伸
の

び率
りつ

  6.1%（身体
しんたい

障害者
しょうがいしゃ

  ：14.2万人
まんにん

） 

       知的
ちてき

障害者
しょうがいしゃ

の伸
の

び率
りつ

  5.8%（知的
ちてき

障害者
しょうがいしゃ

  ：27.7万人
まんにん

） 

       精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

の伸
の

び率
りつ

 23.2%（精神
せいしん

障害者
しょうがいしゃ

  ： 7.4万人
まんにん

） 

       障害児
しょうがいじ

の伸
の

び率
りつ

   17.0%（障害児
しょうがいじ

    ： 6.0万人
まんにん

） 

【障害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

（自立
じりつ

支援
しえん

給付費
きゅうふひ

）の予算
よさん

額
がく

の推移
すいい

】 

年度
ねんど

   19     20       21       22 

 億
おく

円
えん

  4,473   4,755（+6%）  5,072（+7%）  5,719（+13%） 

 

※ 上記
じょうき

予算
よさん

額
がく

は国
くに

が負担
ふたん

する予算
よさん

額
がく

のみ。自立
じりつ

支援
しえん

給付費
きゅうふひ

については、原則
げんそく

と

して、国
くに

が１／２、都道府県
とどうふけん

及
およ

び市町村
しちょうそん

がそれぞれ１／４を負担
ふたん

している。 

 

 

 



４０ 

 

（自立
じりつ

支援
しえん

医療
いりょう

に係
かかわ

る予算
よさん

） 

○ 障害者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

に基
もと

づく自立
じりつ

支援
しえん

医療費
いりょうひ

に係
かかわ

る国
くに

の予算
よさん

についても、

自立
じりつ

支援
しえん

給付費
きゅうふひ

等
とう

と同様
どうよう

に着実
ちゃくじつ

な伸
の

びを確保
かくほ

している。 

 

【自立
じりつ

支援
しえん

医療費
いりょうひ

に係
かかわ

る予算
よさん

額
がく

の推移
すいい

】 

年度
ねんど

   19     20        21       22 

 億
おく

円
えん

  1,313   1,414（+8%）  1,447（+2%）  1,954（+35%） 

※１ 上記
じょうき

予算
よさん

額
がく

は国
くに

が負担
ふたん

する予算
よさん

額
がく

のみ。自立
じりつ

支援
しえん

医療費
いりょうひ

の負担
ふたん

割合
わりあい

は

以下
い か

のとおりである。 

・ 育成
いくせい

医療
いりょう

 国
くに

が１／２、都道府県
とどうふけん

・指定
してい

都市
と し

・中核
ちゅうかく

市
し

が１／２を負担
ふたん

 

・ 更生
こうせい

医療
いりょう

 国
くに

が１／２、都道府県
とどうふけん

及
およ

び市町村
しちょうそん

がそれぞれ１／４を負担
ふたん

 

・ 精神
せいしん

通院
つういん

医療
いりょう

 国
くに

が１／２、都道府県
とどうふけん

・指定
してい

都市
と し

が１／２を負担
ふたん

 

 

※２ 平成
へいせい

22年度
ねんど

の予算
よさん

額
がく

が 35%増
ぞう

となっている主
おも

な要因
よういん

は、生活
せいかつ

保護
ほ ご

の

医療
いりょう

扶助
ふじょ

が支給
しきゅう

されている者
もの

について、本来
ほんらい

、障害者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

に基
もと

づく

自立
じりつ

支援
しえん

医療費
いりょうひ

の支給
しきゅう

が優先
ゆうせん

するにも関
かか

わらず、これが徹底
てってい

されていないと

の会計
かいけい

検査院
けんさいん

の指摘
してき

を踏
ふ

まえ、その適正化
てきせいか

を行
おこな

うこととし、その影響
えいきょう

額
がく

を予算
よさん

に盛
も

り込
こ

んだため。 

 

（地域
ちいき

生活
せいかつ

支援
しえん

事業
じぎょう

に係
かかわ

る予算
よさん

） 

○ 障害者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

に基
もと

づく地域
ちいき

生活
せいかつ

支援
しえん

事業
じぎょう

については、国
くに

が事業
じぎょう

に係
かかわ

る一
いち

定額
ていがく

を補助
ほじょ

している。 

 

【地域
ちいき

生活
せいかつ

支援
しえん

事業
じぎょう

に係
かかわ

る予算
よさん

額
がく

の推移
すいい

】 

年度
ねんど

   19     20        21       22 

 億
おく

円
えん

   400   400（±0%）   440（+10%）  440（±0%） 

 

※ 上記
じょうき

予算
よさん

額
がく

は国
くに

が補助
ほじょ

する予算
よさん

額
がく

のみ。地域
ちいき

生活
せいかつ

支援
しえん

事業
じぎょう

のうち、市町村
しちょうそん

が実施
じっし

する事業
じぎょう

は、国
くに

が１／２以内
いない

、都道府県
とどうふけん

が１／４以内
いない

の補助
ほじょ

を行
おこな

ってい

る（都道府県
とどうふけん

が実施
じっし

する事業
じぎょう

は、国
くに

が１／２以内
いない

の補助
ほじょ

を行
おこな

っている）。 

 



４１ 

 

【現在
げんざい

の制度
せいど

の考
かんが

え方
かた

・その他
た

留意
りゅうい

すべき事項
じこう

】 

○ 障害
しょうがい

福祉
ふくし

のサービス
さ ー び す

に係
かかわ

る給付費
きゅうふひ

は、支援費
しえんひ

制度
せいど

が施行
しこう

された平成
へいせい

15年
ねん

以降
いこう

、急速
きゅうそく

に増大
ぞうだい

しており、その後
ご

も新
あら

たにサービス
さ ー び す

を利用
りよう

する障害者
しょうがいしゃ

等
とう

が

見込
み こ

まれていた中
なか

で、障害者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

においては、必要
ひつよう

なサービス
さ ー び す

を確保
かくほ

し

ながら、制度
せいど

を安定的
あんていてき

に運営
うんえい

することができるよう、訪問
ほうもん

系
けい

も含めて
ふ く め て

サービス
さ ー び す

に関
かん

する国
くに

及
およ

び都道府県
とどうふけん

の負担
ふたん

を義務的
ぎむてき

なものとした。 

 

○  このように国
くに

の費用
ひよう

負担
ふたん

を義務化
ぎ む か

することで財源
ざいげん

の裏付
うらづ

けを強化
きょうか

する

一方
いっぽう

、障害
しょうがい

福祉
ふくし

に係
かかわ

る国
くに

と地方
ちほう

自治体
じちたい

の間
あいだ

の一定
いってい

の役割
やくわり

分担
ぶんたん

を前提
ぜんてい

に限
かぎ

りある国費
こくひ

を公平
こうへい

に配分
はいぶん

するため、市町村
しちょうそん

に対
たい

する精算
せいさん

基準
きじゅん

として国庨
こっこ

負担
ふたん

基準
きじゅん

を定
さだ

めている。 



４２ 

 

 

【分野
ぶんや

・項目
こうもく

・論点
ろんてん

】 

Ｉ－３ その他
た

 

３) この法
ほう

の実施
じっし

に関
かん

するモニタリング
も に た り ん ぐ

機関
きかん

の必要性
ひつようせい

をどう見
み

るか？ 

４）相談
そうだん

、「選択
せんたく

と決定
けってい

」（支給
しきゅう

決定
けってい

）、支援
しえん

の利用
りよう

、利用者
りようしゃ

負担
ふたん

等
とう

、この法
ほう

に関
かか

わる全般的
ぜんぱんてき

な丌服
ふふく

審査
しんさ

・苦情
くじょう

解決
かいけつ

・権利
けんり

擁護
ようご

機関
きかん

の必要性
ひつようせい

をどう見
み

る

か？ 

 

【現在
げんざい

の制度
せいど

の状況
じょうきょう

】 

（丌服
ふふく

審査
しんさ

） 

○ 障害者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

においては、障害者
しょうがいしゃ

及
およ

び障害児
しょうがいじ

の保護者
ほごしゃ

は、市町村
しちょうそん

の

介護
かいご

給付費
きゅうふひ

等
とう

（※）に係
かかわ

る処分
しょぶん

に丌服
ふふく

がある場合
ばあい

は、都道府県
とどうふけん

知事
ち じ

に対
たい

し、そ

の処分
しょぶん

の適否
てきひ

について、審査
しんさ

の請求
せいきゅう

を行
おこな

うことができることとされており、

支給
しきゅう

決定
けってい

を行
おこな

った市町
しちょう

村長
そんちょう

ではなく、都道府県
とどうふけん

知事
ち じ

に適否
てきひ

の判断
はんだん

を求
もと

める

ことを可能
かのう

としている。（障害者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

第
だい

97条
じょう

） 

※ 介護
かいご

給付費
きゅうふひ

、訓練
くんれん

等
とう

給付費
きゅうふひ

等
とう

の支給
しきゅう

決定
けってい

に関
かん

する処分
しょぶん

、障害
しょうがい

程度
ていど

区分
くぶん

に関
かん

する処分
しょぶん

、利用者
りようしゃ

負担
ふたん

に係
かかわ

る処分
しょぶん

が対象
たいしょう

となる。 

 

○ また、この審査
しんさ

に当
あ

たって、公正
こうせい

かつ中立
ちゅうりつ

な判断
はんだん

をするため、都道府県
とどうふけん

知事
ち じ

は学識
がくしき

経験者
けいけんしゃ

からなる障害者
しょうがいしゃ

介護
かいご

給付費
きゅうふひ

等
とう

丌服
ふふく

審査会
しんさかい

を設置
せっち

することがで

きることとしている。（障害者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

第
だい

98条
じょう

） 

 

○ なお、自立
じりつ

支援
しえん

医療費
いりょうひ

に関
かん

する処分
しょぶん

、補
ほ

装具費
そうぐひ

に関
かん

する処分
しょぶん

については、

行政
ぎょうせい

丌服
ふふく

審査法
しんさほう

に基
もと

づき、処分庁
しょぶんちょう

に対
たい

する丌服
ふふく

申立
もうした

ての対象
たいしょう

となる。 

 

【現在
げんざい

の制度
せいど

の考
かんが

え方
かた

・その他
た

留意
りゅうい

すべき事項
じこう

】 

（モニタリング
も に た り ん ぐ

機関
きかん

） 

○ 「障害者
しょうがいしゃ

制度
せいど

改革
かいかく

の推進
すいしん

のための基本的
きほんてき

な方向
ほうこう

について」（平成
へいせい

22年
ねん

６月
がつ

29日
にち

閣議
かくぎ

決定
けってい

）において、 

・ 障害者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

（昭和
しょうわ

45年
ねん

法律
ほうりつ

第
だい

84号
ごう

）の改正
かいせい

や改革
かいかく

の推進
すいしん

体制
たいせい

に

ついて、第一次
だいいちじ

意見
いけん

に沿
そ

って、障害
しょうがい

や差別
さべつ

の定義
ていぎ

を始
はじ

め、基本的
きほんてき

施策
しさく

に関
かん

す



４３ 

 

る規定
きてい

の見直
みなお

し・追加
ついか

、改革
かいかく

の集中
しゅうちゅう

期間内
きかんない

における改革
かいかく

の推進
すいしん

等
とう

を担
にな

う

審議会
しんぎかい

組織
そしき

の設置
せっち

や、改革
かいかく

の集中
しゅうちゅう

期間
きかん

終了後
しゅうりょうご

に同組織
どうそしき

を承継
しょうけい

し障害者
しょうがいしゃ

権利
けんり

条約
じょうやく

の実施
じっし

状況
じょうきょう

の監視
かんし

等
とう

を担
にな

ういわゆるモニタリング
も に た り ん ぐ

機関
きかん

の法的
ほうてき

位置付
い ち づ

け等
とう

も含
ふく

め、必要
ひつよう

な法
ほう

整備
せいび

の在
あ

り方
かた

を検討
けんとう

し、平成
へいせい

23年
ねん

常会
じょうかい

への

法案
ほうあん

提出
ていしゅつ

を目指
め ざ

す 

とされている。 

 


